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瑞穂町環境基本計画の概要 
 

  

瑞穂町環境基本条例は、環境保全等について基本理念を定め、瑞穂町の環境の

保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在から将来にわたり町民が健

康で安全かつ快適に暮らすことができる循環型社会を構築し、自然と共生した良好な

環境を確保することを目的として平成 19 年４月に施行しました。 

 

 瑞穂町環境基本条例の基本理念 
 

 

① 環境保全等は、町民が健康で安全かつ快適に暮らすことができる良好な環

境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなけれ

ばならない。 

② 環境等の保全等は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展

が可能なまちづくりを目的として、すべての者の積極的な取組と相互の協力に

よって行われなければならない。 

③ 地球環境の保全は、地域の環境が地球全体の環境に深くかかわっていること

から、すべての日常生活及び事業活動において積極的に推進されなければ

ならない。 

 

 

 

 

 「瑞穂町環境基本計画」は、この瑞穂町環境基本条例の第７条の規定により、基
本理念を具体化し、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、平成 21 年３月に策定しました。 

 

 本計画は、公募等による町民の皆さんや農・工・商業からの選出者、学識経験者
により組織された瑞穂町環境審議会の中で、議論を重ねてきました。また、アン

ケート調査や意見、提言をもとに策定されました。 

 

 計画を着実に実行するため、町の実施施策等に関する年次報告を作成し、「環
境基本計画進捗状況報告」として公表します。町民・事業者については、行動の

実施状況等の把握のために、毎年の環境に関するイベント等への参加数（全町

一斉清掃、フリーマーケット等）について確認し、省エネ行動等の実施状況に関し

ては５年に１度程度、アンケート調査を実施し、把握していきます。 
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基本目標と施策体系図 

自
然
と
ふ
れ
あ
い
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち　

み
ず
ほ

さわやかな空気、清らかな大地、

みんなが安心して暮らすことので

きるまちを創るために

豊かな緑、多様な生き物、みんな

が共存できるまちを創るために

1.きれいな空気を創っていくために

2.きれいな水を創っていくために

3.不快な騒音や振動をなくしていくために

4.清らかな大地を守っていくために

5.様々な公害を防いでいくために

■自動車排出ガスによる環境負荷を低減していきます

■固定発生源からの環境負荷を低減していきます

■悪臭を防止していきます

■調査・監視体制を充実し、情報を提供していきます

■水を汚す物質の排出を防止していきます

■水循環を健全化していきます

■流域自治体等と連携し、良好な水環境を創っていきます

■調査・監視体制を充実し、情報を提供していきます

■騒音・振動の発生を防止していきます

■騒音を調査し、情報を提供していきます

■土壌汚染の防止対策を推進していきます

■地盤沈下の防止対策を推進していきます

■汚染状況を調査し、情報を提供していきます

■有害化学物質による汚染を防止していきます

■光害を防止していきます

6.豊かな緑を守り、育てていくために

7.多様な生き物を守り、育てていくために

8.水辺を守り、育てていくために

■緑地を保全し、育成していきます

■農地を保全していきます

■緑を守り育てるための住民活動を推進していきます

■生き物に棲みやすい環境づくりを進めていきます

■生物の生息状況についての情報を提供していきます

■水辺を保全していきます

■親しめる水辺を創出していきます

歴史と文化を大切にし、みんなが

楽しく暮らせるまちを創るために
9.美しい景観のまちを創っていくために

10.人にやさしいまちを創っていくために

■瑞穂の特性を活かした景観づくりを進めていきます

■景観についての意識向上を図っていきます

■人にやさしいまちづくりを進めていきます

■憩いのあるまちづくりを進めていきます

11.安心して暮らせるまちを創っていくために

■安全なまちづくりを進めていきます

■災害時対策を充実していきます

■横田基地対策を進めていきます

地域から地球へ、みんなで地球を

守っていくまちを創るために

みんなで考え、みんなで行動する

まちを創るために

■様々な活動を支援していきます

16.みんなで学び、協力していくために

■環境教育、環境学習を進めていきます

■環境に関する様々な情報を提供していきます

14.ごみを減らすために

15.資源を再利用するために

■家庭から出るごみを減らします

■事業者が排出するごみを減らします

■町全体のごみを減らします

■ごみの分別を徹底していきます

■資源の再利用を進めていきます

■ごみの適正処理に関する情報を提供していきます

■不法投棄・不適正排出を防止していきます

■省エネルギーに取り組んでいきます

■新エネルギーの利用に取り組んでいきます

12.地球温暖化を防止するために

13.地球環境問題へ取り組むために

■温室効果ガスの発生削減に取り組んでいきます

■フロン等の適正処理及び使用抑制を進めていきます

■地球環境問題に関する情報を提供していきます

■環境に配慮した製品の利用を進めていきます

基本目標 望ましい環境像 基本方針



 3

瑞穂町環境基本計画重点プロジェクト進捗状況 
 
 
 
 

さわやかな空気、清らかな大地、みんなが安心して暮らすことの 

できるまちを創るために 
 

 

■公用車の低公害車率（低燃費車を含む）100％を達成します。 

 

 庁用自動車は11年を経過した車両を買替 
  え対象とし、環境に配慮したハイブリッド 

車への転換や、普通車から軽自動車等への 

買替えをすすめています。 

 

 平成21年度東京都指定低公害車の導入率 
は 41.4％です。 

   （平成２１年度自動車環境管理実績報告書より） 

 

 

■環境調査（大気、水質）を継続して実施し、結果を公表していきます。 

 

 平成21年度の大気環境調査は以下の日程で行いました。 
１回目：平成21年８月19日～８月26日 

   ２回目：平成22年２月３日～２月10日 

 

 平成21年度の河川水質調査は残堀川で年４回（６月、８月、10月、
12月）、不老川で年９回（12月、1月、３月は水量不足のため欠測）

行われました。 

 

 平成21年度の大気環境調査結果と河川水質調査結果（残堀川・不老
川）は平成21年度事務報告書等に公表します。 

（大気環境調査結果：資料編７７ページ参照 

       河川水質調査結果：資料編７８ページ～７９ページ参照） 

 

 残堀川の水質調査結果は、残堀川水質調査会（瑞穂町、武蔵村山市及
び立川市）で水質調査結果と水生生物調査結果をまとめ、残堀川合同

要望書とあわせて、東京都に提出しました。 

 

 

低公害車導入状況 

58.6% 

41.4% 

導入

非導入
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■公共下水道の整備を推進していきます。（目標：整備率 93％） 

 

 平成21年度末、下水道整備状況による整備率は89.8％になりました。 
 

 下水道の整備にあたり、補助金の要望、起債の借入手続きを行い、 
工事の推進を図っています。 

 

 受益者負担金制度に基づき、公共下水道等の工事費の一部負担 
（受益者負担金）を、委託業者と共に適正な調査を行い、負担金の賦課・

徴収を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道整備状況

84

86

88

90

92

94

目標 18 19 20 21

目標

18

19

20

21

平成 年度

（％）

93%

87.1%

88.3%
89.3%

89.8%
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豊かな緑、多様な生き物、みんなが共存できるまちを創るために 
 

 

■「花植え運動」を積極的に展開し、瑞穂の町並みに花を咲かせます。 

 

 春と秋にパンジー等 
の苗を、町内会等に 

配布し、玉林寺公園 

などに植えていただ 

きました。 

街路樹の剪定は業者 

に年間委託を行って 

いますが、街路ます 

に町内の方や、学校 

の生徒により年数回 

の花植えをしていた 

だきました。また町内の小学生が緑道・町道の植栽・公園に花植えを 

してくれました。春は第一小学校５年生・第二小学校３年生・第五小

学校２年生、秋は第一小学校５年生・第二小学校３年生・第四小学校

３年生が参加してくれました。 

 

 

■町内の自然保護団体等との連携により、これからも様々な生き物の情報をとりまと

め、公表していきます。 

 

 平成21年度は、残堀川の動植物 
生態調査を瑞穂町自然科学同好 

会に委託して実施しています。 

調査は、四季を通して、４回実 

施しました。年度末に瑞穂町自 

然科学同好会から残堀川の動植 

物調査報告書が提出されました。 

 

 

 屋外自然観察会 
「残堀川の動植物観察会」を３月に実施しました。 

 

 

 

 

 

小学校による実施状況 

     

学校名 学年 人数（人） 苗数（本） 実施時期

一小 ５年 70 288 

二小 ３年 64 144 

五小 ２年 27 144 

春 

一小 ５年 71 544 

二小 ３年 64 144 

四小 ３年 108 312 

秋 

計 404 1576   

残堀川の動植物調査報告書 
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■水生生物調査を実施し、結果を公表していきます。 

 

 平成 21 年６月 11 日に残堀川水質調査会にて、残堀川の水生生物の
生息状況を把握するとともに生物学的水質判定等を行い、残堀川の河

川環境を保全するための資料としました。 

 

 水質調査結果と水生生物調査結果をまとめ、残堀川合同要望書とあわ
せて、東京都に提出しました。 

 

 平成21年度の調査結果は平成21年度事務報告書等に公表します。 
（資料編８０ページ参照） 

 

 今後も継続して調査を実施し、残堀川の環境保全に努めていきます。 
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歴史と文化を大切にし、みんなが楽しく暮らせるまちを創るために 

 
 

■公共施設の新設、改築の際にはユニバーサルデザインを取り入れていきます。 

 

 

 

 

 松原ひがし公園のだれでもトイレ 
周辺をバリアフリーとしました。 

  

 

 

 

 

 

■街路灯のデザインや町の特性に応じた街路樹の選定等により、個性ある道路整備

を進めます。 

 

 都市計画道路の建設にあたっては、横断面構成等を検討する中で配慮して
いきます。 

 

 

■（仮）リーダー講習会の実施や資機材の助成等により、自主防災組織の育成、強

化を進めていきます。 

 

 普通救命講習（ＡＥＤの取扱いなど）を取り入れた防災リーダー講習
会を実施しました。（参加者３８名） 

 

 町内に40ある自主防災組織へ、ヘルメット及び腕章を配布しました。 
 

 瑞穂町自主防災組織連絡協議会を通じ、自主防災組織の育成、強化に
取組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

松原ひがし公園  だれでもトイレ 
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地域から地球へ、みんなで地球を守っていくまちを創るために 

 
 

■（仮）地球温暖化防止実行計画の策定・推進を通じ、町の事務・事業から排出する

温室効果ガスの削減に取り組んでいきます。 

 

 （仮）地球温暖化防止実行計画の策定を進めていきます。 
 

 町の事務・事業から排出する温室効果ガスの削減に、効果的に取り組
みを研究します。 

 

 平成 21 年度国及び都の地球温暖化対策報告書制度を通じて各施設の
二酸化炭素排出量及び、取り組み可能な地球温暖化対策を把握してい

きます。 

 

 

■ごみの減量をさらに推進し、町民１人あたり一日の家庭ごみの排出量 670 グラムを

達成します。（目標：670 グラム） 

 

 

 平成21年度、町民１人あたり一日の家庭 
ごみの排出量が764グラムになりま 

した。 

 

 

 

 

 ノー（ＮＯ）レジ袋・マイバッグ運動を 
推進し、ごみの減量に対する町民の意識を 

啓発しました。 

 

 

 啓発、推進ロゴマークを募集し、最優 
秀作品を街灯フラッグに提出しました。 

    （応募総数８４７点） 

 

 

 

 

 

300

400

500

600

700

800

900

1000

目標 現況 

排

出

量

 
ｇ

目標

現況

町民１人あたりの家庭ごみの排出量

最優秀作品の街灯フラッグ 
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 ごみの減量、啓発説明会を開催、 
また、イベント等でキャンペーン 

を行いました。 

  説明会は平成２１年９月に１０箇 

所で行い、参加総数は６１人でした。 

   

 

 

 

 

 町内 14 事業者とレジ袋の削減及びマイバッグ持参促進に関する協定
を結びました。 

 

 みずほエコパークにて、みずほフリーマーケット（年間 7 回）を開催
し、ごみの排出抑制やリユースの取り組み定着を図りました。 

 

 広報みずほやホームページ等を通じ、毎月ごみの減量やリサイクルを
啓発する記事と不用品の交換（ゆずります・ゆずってください）記事

を掲載し、情報を提供しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの減量、啓発説明会 
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みんなで考え、みんなで行動するまちを創るために 
 

 

■みずほリサイクルプラザの見学や、職場体験、農業体験等、様々な環境学習の機

会を用意していきます。 

 

 １小と２小の小学４年生の社会科において、リサイクルプラザの見学
を行いました。 

 

 地主の協力により農業体験農園を１箇所開設し、毎年、利用者は農家
の親切丁寧な指導により、農業の大切さや楽しさを感じ大変喜ばれて

います。 

 

 現在の農業体験農園を継続していくよう働きかけるとともに、新たな
農業体験農園を開設できるよう努力していきます。 

 

 

■出前講座やボランティア登録の充実、アドバイザーや専門家と町民との間のコーデ

ィネーター等により、環境についての情報を町民・事業者・町が共有できる仕組み

を構築していきます。 

 

 総合人材リストと生涯学習まちづくり出前講座を社会教育課で一括運
営し、町民の学習活動に寄与しています。 

 

 生涯学習推進団体へのＰＲやホームページへの掲載により、町民への
情報提供をしていきます。 

 

 町内のコミュニティセンターへ出前講座登録者リストを設置しました。 
 

 人材リスト登録者数と件数は４２名・52件です。 
（平成2２年３月現在） 
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 望ましい環境像（２ページ参照）の実現に向けた基本方針の下、町の取り
組む施策の進捗状況について報告します。 

大項目 実施済み 実施中 未実施 合計 達成率

1．きれいな空気を創っていくために 23 1 4 28 85.7%
2．きれいな水を創っていくために 17 0 7 24 70.8%
3．不快な騒音や振動をなくしていくために 11 0 2 13 84.6%
4．清らかな大地を守っていくために 7 1 5 13 61.5%
5．様々な公害を防いでいくために 7 2 9 18 50.0%
6．豊かな緑を守り、育てていくために 27 1 12 40 70.0%
7．多様な生き物を守り、育てていくために 10 0 2 12 83.3%
8．水辺を守り、育てていくために 12 0 7 19 63.2%
9．美しい景観のまちを創っていくために 12 1 15 28 46.4%
10．人にやさしいまちを創っていくために 12 0 8 20 60.0%
11．安心して暮らせるまちを創っていくために 41 0 2 43 95.3%
12．地球温暖化を防止するために 14 3 12 29 58.6%
13．地球環境問題へ取り組むために 3 0 2 5 60.0%
14．ごみを減らすために 35 1 9 45 80.0%
15．資源を再利用するために 14 0 8 22 63.6%
16．みんなで学び、協力していくために 16 0 5 21 76.2%

合計 261 10 109 380 71.3%
※同一施策に複数の課の回答がある場合、重複して集計

実施状況

2.6%
68.7%

28.7%

実施済み

実施中

未実施

 

 

平成 21年度 町の施策進捗報告 



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

1．きれいな空気を創っていくために － －

■自動車排出ガスによる環境負荷を低減していきます － －

●低公害車等の導入と普及の促進 － －

1-1-1-1 ◇公用車の更新時には、ハイブリッド車や電気
自動車等の低公害車または排気量の小さな車
両へ転換していきます。

管財 管財

○

・庁用自動車は11年を経過した車両
を買替え対象とし、環境に配慮したハ
イブリッド車への転換や普通車から軽
自動車等へ買替えをすすめていま
す。

・継続して車両の買替え時期や車種
選定を行います。

・電気自動車の採用も検討しました
が、車両価格が高価であり財政上
困難でした。
・充電設備の設置改修も必要です。

1-1-1-2 ◇都等、車両の低公害車化を推進する関係機
関との連携のもと、広報みずほやホームページ
等により町民・事業者の意識を啓発し、低公害
車の普及促進に努めていきます。

生活環境 環境

◎

・都の中小事業者向け低公害車の融
資あっせん制度のお知らせを、産業
振興課の窓口に配置しました。

・低公害車化推進のＰＲ記事を、広
報みずほやホームページ等に掲載
します。

・国や都の補助金や減税(エコカー
購入の補助金・減税）と規制による
ので情報収集と連携が必要です。

●エコドライブの推進 － －

1-1-2-1 ◇広報みずほやホームページ等により、町民・
事業者へエコドライブの推進を啓発していきま
す。

生活環境 環境

◎

・エコドライブのチラシを窓口に配置し
たり、産業祭にてチラシを配布し、エコ
ドライブを呼びかけました。
・広報みずほ平成の２１年１２月号に
「家庭でできる温暖化対策の取り組
み」として関連記事を掲載しました。

・エコドライブの具体的なポイントを
紹介したり、都のエコドライブのホー
ムページを紹介していきます。

1-1-2-2 ◇エコドライブの一環として、広報みずほやホー
ムページ等により、町民・事業者に対して不必要
なアイドリングをしない等を啓発していきます。

生活環境 環境

◎

・エコドライブのチラシを窓口に配置し
たり、　産業祭にてチラシを配布し、エ
コドライブを呼びかけました。
・広報みずほの平成２１年１２月号に
「家庭でできる温暖化対策の取り組
み」として関連記事を掲載しました。

・エコドライブの具体的なポイントを
紹介したり、都のエコドライブのホー
ムページを紹介します。

1-1-2-3 ◇国や都と連携し、事業者に対する業務用車両
の適正な運用、大型車両の運転者へ環境にや
さしい運転等を啓発していきます。

生活環境 環境

◎

・委託契約の仕様書にディーゼル車
規制適合車の使用など法令順守を明
記しています。

・町商工会と加入事業主へのＰＲに
ついて協議していきます。

・より多くの事業者に啓発していくに
は、国や都との連携が重要です。

12 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●自動車交通量の抑制、交通渋滞の解消 － －

1-1-3-1 ◇広報みずほやホームページ等により、町民・
事業者に対し、通勤時の徒歩や自転車の利用、
自動車通勤における相乗りの促進等を啓発して
いきます。

生活環境 環境

◎

・「始めよう環境にやさしい交通行動」
ポスターを掲示しました。　(環境係窓
口と、管財係、コミセン2ヶ所に掲示依
頼しました。）
・広報みずほの平成２１年１２月号に
「家庭でできる温暖化対策の取り組
み」として関連記事を掲載しました。

・町商工会と加入事業主へのＰＲに
ついて協議していきます。

1-1-3-2 ◇町は率先し、通勤時のノーカーデーの実施に
取り組んでいきます。

生活環境 環境
△

・総務課と協議して導入に取組んで
いきます。

1-1-3-3 ◇広報みずほやホームページ等により、事業者
に対し、通勤時のノーカーデーの実施を啓発し
ていきます。

生活環境 環境

△

・広報みずほやホームページ等にて
啓発するとともに、商工会と協議し、
事業主への周知に取組んでいきま
す。

1-1-3-4 ◇交通渋滞の解消を図るため、町道の体系的
整備により、生活道路と幹線道路のネットワーク
化を図っていきます。

建設 土木

◎

・町内会、地権者からの要望により、
道路の拡幅工事を実施しています。
周辺住民の安全で快適な通行の確保
と生活環境の向上に寄与していきま
す。

・生活道路の整備に伴う円滑な用地
取得は、地権者の理解と協力が不
可欠であり、そのために交渉を重ね
ていきます。また、道路整備は住民
の生活環境の向上はもとより、交通
の円滑化の確保のため、整備は必
要不可欠です。生活道路整備は要
望により効率的に整備を推進してい
きます。

・要望による拡幅改修事業を進めて
きました。生活道路の拡幅改修は、
周辺住民の安全で快適な通行の確
保と生活環境の向上に向け重要な
事業です。事業には土地所有者の
理解と協力が必要であり、交渉には
時間を要しています。

1-1-3-5 ◇ボトルネック箇所については、右折レーンを整
備し、交通渋滞の解消に努めていきます。

建設 土木

◎

・平成１８年度に１箇所実施していま
す。交差点付近の用地を買収し、拡
幅改修しました。

・交差点拡幅改修に必要な用地取
得は、地権者の理解と協力が不可
欠であり、そのために交渉を重ねて
いきます。また、道路整備は住民の
生活環境の向上はもとより、交通の
円滑化の確保のため、整備は必要
です。

・事業には土地所有者の理解と協
力が必要であり、交渉には時間を要
しています。

1-1-3-6 ◇交通の流れが適正化するよう警察署等、関係
機関へ働きかけていきます。

地域振興 交通防犯担当

◎

・交通の円滑化、交通安全対策を考
慮した上で、信号サイクルの調整等に
よる改善を警察署に働きかけていきま
す。

・警察署と連携し改善していきます。

1-1-3-7 ◇工場・事業所等への出入り車両の路上駐車
が著しい場合は、その防止を指導していきま
す。

地域振興 交通防犯担当

◎

・路上駐車等の状況を把握した場合
は、警察署に通報し、警告取締りを要
請します。

・警察署と連携し実施します。

13 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●公共交通機関の整備と利用促進 － －

1-1-4-1 ◇モノレールの延伸やバス路線の拡充等、公共
交通機関の整備促進を要請していきます。

秘書広報 基地・渉外

◎

・町と議会において、毎年、都に対し
要望活動を実施しています。

・今後も機会を捉え町及び議会によ
る単独の活動のほか、関係各市と
の連携を図りつつ効果的な活動を
行う予定です。

1-1-4-2 ◇公共のバスへの低公害車の導入を要請して
いきます。

秘書広報 基地・渉外

◎

・国土交通省において低公害車の導
入が定められていることから、当該規
定の遵守を求めています。

・バス会社においては、国土交通省
の規定を遵守しているものと承知し
ており、現時点において、町として特
段の活動を行う必要は認められな
いが、今後、仮に規定に違反してい
ることが認められたならば、適切に
対応していきます。

1-1-4-3 ◇広報みずほやホームページ等により、町民・
事業者に対し、マイカー通勤からバス等の公共
交通機関の利用へ転換するよう啓発していきま
す。

生活環境 環境

◎

・「始めよう環境にやさしい交通行動」
ポスターを掲示しました。　(環境係窓
口と、管財係、コミセン2ヶ所に掲示依
頼しました。）
・広報みずほの平成２１年１２月号に
「家庭でできる温暖化対策の取り組
み」として関連記事を掲載しました。

・継続して周知していきます。

14 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■固定発生源からの環境負荷を低減していきます － －

●工場・事業所等からの排出削減対策の推進 － －

1-2-1-1 ◇都と連携し、関係法令等に基づき、排出ガス
に関する規制、指導を継続して実施していきま
す。

生活環境 環境

◎

・工事等から排出される煙や臭気等に
対する苦情について、多摩環境事務
所と連携して指導しました。

・今後も都と連携し対応していきま
す。

1-2-1-2 ◇都と連携し、事業者に対して公害防止施設や
公害防止技術の導入を啓発していきます。

生活環境 環境

◎

･住民の苦情等により事業者に改善
協力を求めました。
・多摩環境事務所と事業所の立ち入り
検査に同行しました。

･継続して瑞穂町産業廃棄物処理施
設の設置等の紛争予防に関する条
例に該当する事業所については手
続をします。
･住民の苦情等により事業者に改善
協力を求めていきます。

・多摩環境事務所との連携が重要で
す。

1-2-1-3 ◇町民・事業者に対し、ごみの排出量そのもの
を削減するよう啓発し、ごみ処理施設からの汚
染物資の飛散等を軽減していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・大規模事業所を対象に、廃棄物の
減量及び再利用に関する計画書を提
出させています。
・事業所向けのごみ減量パンフレット
を作成、配布しています。

・提出された計画を遵守するよう、継
続して指導していきます。

・町内の大規模事業所を正確に把
握しなければなりません。

●家庭からの排出削減対策の推進 － －

1-2-2-1 ◇広報みずほやホームページ等により、町民に
対してごみの自家焼却や野焼き等による大気へ
の影響を知らせ、これを行わないよう啓発してい
きます。

生活環境 環境

◎

・環境パトロールによる発見や住民通
報で、現場に急行し消火を促しまし
た。
・ごみの焼却は都の条例で禁止され
ている事を指導したり、協力を求めま
した。
・都作成の不正焼却禁止のチラシを、
野焼きの現場に持参し、配布しまし
た。
・畑については産業振興課に、農業病
害虫駆除に基づく焼却届を、提出する
ように求めました。

・ごみの不正焼却は一時期より減少
しているものの、発生しています。今
後も啓発活動を継続していきます。

・多摩環境事務所、警察署、消防署
との連携が必要です。

1-2-2-2 ◇ごみの自家焼却や野焼きの禁止を徹底する
ため、環境パトロール等によりこれを確認した場
合は、適切に指導していきます。

生活環境 環境

◎

・環境パトロールによる発見や住民通
報で、現場に急行し消火を促しまし
た。
・ごみの焼却は都の条例で禁止され
ている事を指導したり、協力を求めま
した。
・都作成の不正焼却禁止のチラシを、
野焼きの現場に持参し、配布しまし
た。
・畑については産業振興課に、農業病
害虫駆除に基づく焼却届を、提出する
ように求めました。

・ごみの不正焼却は一時期より減少
しているものの、発生している。今後
も啓発活動を継続していきます。

・多摩環境事務所、警察署、消防署
との連携が必要です。

15 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■悪臭を防止していきます － －

●発生源対策の推進、指導の強化 － －

1-3-1-1 ◇都と連携し、工場・事業所等の悪臭発生源の
監視を行っていくとともに、悪臭発生防止を指導
していきます。

生活環境 環境

◎

・パトロールによる監視を継続してい
ます。
・都と連携し、事業所に改善を指導し
ました。
・住民の苦情に対応し事業者に協力
を求めました。

・今後も継続して、都と連携して監視
していきます。

1-3-1-2 ◇都等と連携し、農家等の堆肥の生成または利
用時に発生する悪臭の防止を指導していきま
す。

産業振興 農政

◎

・都（産業労働局　農業振興事務所
西多摩農業改良普及センター）によ
り、対象となる農家に対し指導を実施
しています。
・苦情発生時には生活環境課と連携
し適切な指導を実施しています。

・継続して指導を行うよう都へ働きか
かけるとともに連携を図ります。

・農業振興地域内での苦情について
は、農業振興の観点から周辺住民
の理解を得る必要もあります。

1-3-1-3 ◇広報みずほやホームページ等により、ペット
の排泄物は飼い主が責任を持って片付ける等
のマナーの向上を周知していきます。

生活環境 環境

◎

・広報みずほ平成21年度8月号に、飼
い主のマナー向上の記事を掲載しま
した。
・集合注射の時、犬の登録や狂犬病
予防注射済票交付時にマナー向上パ
ンフレットを配布しました。
・ふん尿被害の相談者に犬型看板を
提供しました。
・広報みずほ平成21年度2月号に猫
の飼い主への記事を掲載しました。

･今後も継続して周知していき、機会
も増やして行きます。

■調査・監視体制を充実し、情報を提供していきます － －

●大気調査の充実 － －

1-4-1-1 ◇大気調査を継続して実施していきます。 生活環境 環境

◎

・平成21年度は以下の日程で調査を
行いました。
　1回目：平成21年8月19日～8月26
日
　2回目：平成22年2月3日～2月10日

・平成22年度も実施を継続予定して
います。

・大気調査費用は高価です。

1-4-1-2 ◇西多摩衛生組合でのごみ焼却による有害化
学物質の発生状況を監視していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・西多摩衛生組合環境センター及び
周辺地域５ヶ所で定期的にダイオキシ
ン類測定をし、その結果を広報や町
ホームページでお知らせしています。

・今後も継続して測定することで監
視を続けていきます。

●大気に関する情報の提供 － －

1-4-2-1 ◇大気に関する測定データを継続して公表して
いきます。

生活環境 環境

◎

・広報みずほ平成21年6月号に調査
結果を公表しました。
・都に報告しました。
・事務報告書に記載しました。

・都の大気常時観測データも利用
し、広く情報提供していきます。

1-4-2-2 ◇広報みずほやホームページ等により、自動車
排出ガスによる環境への影響等の情報を、町
民・事業者へ提供していきます。

生活環境 環境

△

・国や都から発信される情報を住民等
へ提供します。

・町の広報媒体を活用するとともに、
町のイベント等でパネル展示ができ
るか研究します。

・広報みずほについては、掲載ス
ペースが限られているので精査が
必要です。

1-4-2-3 ◇国や都と連携し、トラック等から発生する粉じ
ん等に関する情報を提供していきます。

生活環境 環境

△

・町の広報媒体を活用するとともに、
他の広報手段により情報提供します。

・国や都の情報を収集するとともに、
広報手段を研究し提供に努めてい
きます。

・情報提供にあたり、町の広報媒体
の空きスペースに限りがあるため精
査する必要があります。

16 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

2．きれいな水を創っていくために － －

■水を汚す物質の排出を防止していきます － －

●家庭からの排出負荷削減対策の推進 － －

2-1-1-1 ◇公共下水道整備を推進していきます。 下水道 業務

◎

・下水道の整備にあたり、補助金の要
望、起債の借入手続きを行ない工事
の推進を図っています。
・工事費の一部に当てる、受益者負担
金の賦課のため委託業者と共に適正
な調査を行ない、負担金の賦課・徴収
を行なっています。

・引き続き適切な調査の基に、業務
を遂行していきます。

2-1-1-2 ◇公共下水道の整備済み区域においては、各
家庭の下水道への接続状況を確認していくとと
もに、下水道への接続を促進していきます。

下水道 業務

◎

・未接続の家庭の確認を行ない、工務
係と協同して接続を進める通知を送
付しています。

2-1-1-3 ◇下水道未整備地域においては、合併処理浄
化槽の設置を促進するとともに、浄化槽の適正
な管理を啓発していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・浄化槽清掃許可業者により、適正に
浄化槽の清掃を行っています。
・発生した浄化槽汚泥はリサイクルプ
ラザに貯留後、委託業者により適正に
処分しています。

・浄化槽設置世帯・事業所があるう
ちは継続していく必要があります。

・浄化槽設置世帯を正確に把握する
ため、関係機関と連携する必要があ
ります。

生活環境 環境

◎

・平成21年7月に防災無線を使用し、
広報しました。
・広報みずほの平成21年7月号に「河
川の水質向上にご協力を」として掲載
しました。

・今後も住民に協力を求めながら継
続していきます。

下水道 業務

◎

・広報みずほやホームページ等に掲
載していきます。

・継続して接続状況を把握し、接続
促進に努めます。

●工場・事業所等からの排出負荷削減対策の推進 － －

生活環境 環境
◎

・不老川の水質汚濁について、多摩環
境事務所と事業所に立ち入り指導を
行いました。

・今後も継続して、多摩環境事務所
との連携に努めます。

下水道 工務

◎

・定期的に汚水桝からの水質検査をし
ています。

・継続して水質検査を行ない、事業
所等の指導をしていきます。

下水道 工務

◎

・定期的に水質検査を実施していま
す。

・水質検査を継続していきます。
・広報等を通じてPR、指導を行なっ
ていきます。

生活環境 環境

△

・関連する事案が発生した場合は、
都と連携し当該事業者に対して指導
していきます。

2-1-2-3 ◇都と連携し、建設作業等に伴って排出される
汚水等についても、水質汚濁防止対策を徹底す
るよう指導していきます。

生活環境 環境

△

2-1-1-4

2-1-2-1

2-1-2-2

◇油等、処理しにくいものは下水道や浄化槽へ
流さないよう、広報みずほやホームページ等を
利用して啓発していきます。

◇都と連携し、工場・事業所等へ水質汚濁防止
について指導、啓発していきます。

◇都と連携し、工場排水等の水質を確認してい
くとともに、基準以上の排水が出ている場合は
改善を指導していきます。

17 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■水循環を健全化していきます － －

●健全な水循環の保全・回復の推進 － －

2-2-1-1 ◇保水機能を確保するため、狭山丘陵の雑木
林の保全を、東京都へ継続して働きかけていき
ます。

建設 みどりと公園

◎

・野山北・六道山公園管理運営協議
会（年４回）において公園の維持管理
について意見を述べています。

・継続して行います。

生活環境 環境

△

・生活環境課としては、担当課への
関連情報の提供と取り組みへの協
力という形で携わります。

産業振興 農政

◎

・農業振興地域整備計画により農地を
保全しています。

・今後も農業振興地域として農地を
保全すべき地域と、土地基盤整備を
必要とされる地域との調整が必要で
あると思われます。

・国や都との連絡調整や連携が必
要です。

建設 みどりと公園

◎

・保存樹林地として指定を行っていま
す。
・平成２０年度実績
　保存樹木３３本
　保存屋敷林２１か所
　保存樹林地４１か所、２０９，０６９㎡
　奨励金２，５９９，０００円
・平成２１年度実績
　保存樹木３２本
　保存屋敷林２１か所
　保存樹林地４２か所、２１１，９０９㎡
　奨励金２，６１８，０００円

・継続して行います。 ・相続や売買で指定解除が発生して
います。
・指定箇所の増加をしていかなけれ
ばなりません。

2-2-1-3 ◇町民・事業者に対し、保水・浸透機能の高い
樹林や農地等の保全を啓発していきます。

産業振興 農政

△

・都と連携を図り、保水・浸透機能の
高い樹林や農地等の保全方法を検
討していく必要があります。

・地域により保水・浸透機能が乏し
い地域があるのではないかと思わ
れます。

2-2-1-2 ◇保水・浸透機能を有する樹林や農地等の保
全に取り組んでいきます。

18 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■流域自治体等と連携し、良好な水環境を創っていきます － －

●残堀川における連携 － －

2-3-1-1 ◇残堀川水質調査会の定例会に参加し、流域
の自治体と連携を図っていきます。

生活環境 環境

◎

･立川市、武蔵村山市、瑞穂町で残堀
川水質調査会の定例会に参加し、連
携を図っています。

・今後も情報を共有し、連携して残
堀川の水質向上のための活動を継
続していきます。

2-3-1-2 ◇残堀川水質調査会において、汚染源や水質
改善施策等についての情報交換を実施していき
ます。

生活環境 環境

◎

・調査結果を情報交換し報告書を作
成し、都へ要望書を提出しました。

･今年度も残堀川水質調査会にて情
報交換し、来年度に要望書を提出
する予定です。

●不老川における連携 － －

2-3-2-1 ◇不老川流域対策推進協議会や不老川清流ル
ネッサンスⅡ地域協議会へ参加し、流域の自治
体と連携を図っていきます。

生活環境 環境

◎

・建設課を通じて、不老川清流ルネッ
サンスⅡ地域協議会のモニタリングア
ンケートに回答しています。

・今後も不老川の水質調査を継続し
て、連携、情報交換していきます。

19 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■調査・監視体制を充実し、情報を提供していきます － －

●水質等の調査・監視体制の充実 － －

生活環境 環境

◎

・水質異常事故の緊急連絡体制を確
認しました。
・緊急水質調査体制の構築を関係部
署と調整します。
・緊急水質調査キットを配置しました。

・都や関係各課との連携体制が重
要です。

建設 管理

△

下水道 工務

△

・都及び継持管理会社と連携して対
応していきます。

2-4-1-2 ◇河川の水質、水量及び水生生物調査を継続
して実施していきます。

生活環境 環境

◎

・残堀川水質調査：年4回、（6･8･10･
12月）実施しました。
・残堀川水生生物調査：年1回、（6月
11日）実施しました。
・不老川水質調査：年12回、実施しま
した。

・今後も継続していきます。

2-4-1-3 ◇環境学習の機会等を利用し、町内における湧
水調査の実施に取り組んでいきます。

生活環境 環境

△

・他市の実施状況を調べ、効果的な
実施方法を研究します。

・現時点では分かりません。

●水質等に関する情報の提供 － －

2-4-2-1 ◇河川の水質、水量、水生生物に関する測定
データを、継続して公表していきます。

生活環境 環境

◎

・都に報告しました。
・不老川清流ルネッサンスⅡに調査結
果を報告しました。
・事務報告書に記載しました。

・今後も継続して公表していきます。

◇必要に応じて、都等と連携し、残堀川や不老
川等の監視・連絡体制を充実していくとともに、
水質異常事故時にも速やかに対応の取れる体
制を構築していきます。

2-4-1-1

20 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

3．不快な騒音や振動をなくしていくために － －

■騒音・振動の発生を防止していきます － －

●自動車交通騒音防止対策の推進 － －

3-1-1-1 ◇広報みずほやホームページ等により、町民・
事業者へ、自動車利用をできるだけ控えること
や、不正改造車の使用禁止、アイドリングストッ
プの実施を啓発していきます。

生活環境 環境

◎

・エコドライブのチラシの窓口配置しま
した。　産業祭にてチラシを配布し、エ
コドライブを呼びかけました。
・広報みずほの平成２１年１２月号に
「家庭でできる温暖化対策の取り組
み」記事にて広報しました。

・今後も継続していきます。

3-1-1-2 ◇交通安全講習会や2輪ストップ作戦等を通じ、
交通マナー教育を実施していきます。

地域振興 交通防犯担当

◎

・アイドリングストップや車両の違法改
造の禁止など各種交通安全キャン
ペーンを通じ、騒音防止対策を実施し
ていきます。

・都、警察署と連携し、騒音対策を
推進していきます。

建設 管理

◎

・現在、下水道マンホールは浮上防止
型になっています。騒音等がある場合
は、下水道課などに指導しています。

下水道 工務

◎

・古いマンホールを順次ロック式のマ
ンホールに交換しています。

・全てのマンホールをロック式のマン
ホールに交換していきます。

●横田基地の騒音防止対策の推進 － －

3-1-2-1 ◇周辺市と連携して、国や米軍に対し、米空母
艦載機の離着陸訓練の中止を要請していきま
す。

秘書広報 基地・渉外

◎

・米空母艦載機の離着陸訓練計画が
公表される都度、横田基地関係自治
体と連携して、防衛省及び在日米軍
に対し要望活動を実施しました。

・今後も機会を捉え、関係各市との
連携を図りつつ効果的な活動を行う
予定です。

・政権交代によって、陳情の方法が
変わる可能性があり、注視が必要で
す。

3-1-2-2 ◇周辺市と連携して、国や米軍に対し、航空機
騒音の防止対策の実施を要請していきます。

秘書広報 基地・渉外

◎

・毎年、防衛省に対する要望活動を町
と議会単独で実施するとともに、横田
基地関係自治体と連携して、実施しま
す。

・今後も機会を捉え町及び議会によ
る単独の活動のほか、関係各市と
の連携を図りつつ効果的な活動を
行う予定です。

・政権交代によって、陳情の方法が
変わる可能性があり、注視が必要で
す。

◇浮上防止型マンホールの設置等により、道路
騒音を防止していきます。

3-1-1-3

21 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●工場・事業所等からの騒音･振動防止対策の推進 － －

3-1-3-1 ◇都と連携し、東京都環境確保条例上、騒音･
振動の規制対象となる工場･指定作業所等の監
視を継続し、関連法令等に基づき、防止対策を
指導していきます。

生活環境 環境

◎

・住民からの要望により都と連携し、
指導監視を行っています。

・今後も多摩環境事務所との連携し
ていきます。

3-1-3-2 ◇都と連携し、建設・解体工事等を実施する際
は、低騒音・低振動タイプの機械の使用や騒
音・振動の軽減、粉じんの発生防止対策等を指
導していきます。

生活環境 環境

◎

・解体工事の連絡があった際には、届
出書の確認と、近隣住民への配慮を
お願いしています。

・継続して取り組みます。

3-1-3-3 ◇地区計画を利用した規制･誘導を行っていくと
ともに、土地利用に適正な制限を設けていきま
す。

都市計画 計画指導

△

・多摩環境事務所と連携していきま
す。

・地区計画はまちづくりの施策を定
めるものであり、騒音・振動の規制
は環境施策による条例等で対応す
べきものと考えられます。また、「瑞
穂町宅地開発等指導要綱」には騒
音・振動に対する具体的指導は謳っ
ていません。

●鉄道からの騒音・振動防止対策の推進 － －

3-1-4-1 ◇協議会等を通じ、低騒音型車両の使用やロン
グレール化による鉄道からの騒音･振動の防止
を引き続き要請していきます。

秘書広報 基地・渉外

◎

・協議会の一員として、JR東日本に対
し、所要の要請活動を実施します。

・今後とも、機会を捉え、協議会とし
て、関係各所に要請活動を実施して
いきます。

●近隣騒音及び生活騒音防止対策の推進 － －

3-1-5-1 ◇都と連携し、広報みずほやホームページ等に
より、近隣騒音の防止を啓発していきます。

生活環境 環境

△

・現時点では、生活騒音による苦情の
当事者への指導や啓発対応をしてお
り、町民全体への啓発については、慎
重に対応します。

・現時点では未定です。 ・全体へ啓発することにより、過敏に
反応される事も懸念されるため、慎
重に対応します。

■騒音を調査し、情報を提供していきます － －

●航空機騒音の測定、情報の提供

3-2-1-1 ◇役場屋上等で実施している航空機騒音の24
時間測定を継続していきます。

秘書広報 基地・渉外

◎

・航空機騒音に係る環境基準に適合
しているか否かの確認を目的として、
役場屋上及び飛行経路直下の民家に
おいて航空機騒音の常時測定を実施
しています。

・今後とも、常時測定を実施し、国等
の要請活動の資とします。

3-2-1-2 ◇航空機騒音の調査結果について、広報みず
ほやホームページによる報告を継続していきま
す。

秘書広報 基地・渉外

◎

・３ヶ月に一度広報みずほに測定結果
を掲載するとともに、ホームページに
おいて毎月測定結果を掲載しました。

・今後とも測定報告を継続します。 ・よりリアルタイムに騒音状況を公表
することができないか南関東防衛局
で実施している情報公開システム等
を参考にしつつ、検討することが必
要です。

22 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

4．清らかな大地を守っていくために － －

■土壌汚染の防止対策を推進していきます － －

●有害化学物質による汚染の防止 － －

4-1-1-1 ◇有害化学物質等による土壌汚染を未然に防
止するため、都と連携し、事業者への防止指導
を行っていきます。

生活環境 環境

△

・該当する案件が発生した場合に
は、多摩環境事務所と連携して対応
します。

4-1-1-2 ◇都と連携し、事業者に対し、有害化学物質や
有害廃棄物の排出抑制を働きかけていきます。

生活環境 環境

△

・現時点では何も決まっていないた
め、情報を集め、有効な手段を研究
します。

●環境保全型農業、農薬の適正使用の推進 － －

4-1-2-1 ◇農業者団体と連携し、有機栽培や減農薬栽
培等、安全で安心な人と環境にやさしい環境保
全型農業を推進していきます。

産業振興 農政

◎

・現在、減農薬の野菜や茶の生産に
取り組んでいる農家が存在します。

・今後も、都と連携を図り有機栽培
や減農薬栽培等、安全で安心な人
と環境にやさしい環境保全型農業を
推進していきます。

・環境保全型農業を推進するには、
ある程度、経費や時間等がかかる
ので農家の方の理解を得る必要が
あります。

4-1-2-2 ◇畜産農家の堆肥の情報を発信する等、環境
にやさしい農業を推進していくため、堆肥づくりと
流通システムづくりを推進してきます。

産業振興 農政

◎

・家畜排せつ物法に基づき農業振興
事務所が取り組んでいます。（家畜排
せつ物法に基づく定期調査の実施）

・家畜排せつ法に基づき土壌汚染
の防止対策を図ります。

・畜産農家の取組は第一ですが、周
辺住民の理解等を得ることが必要と
なる場合もあります。

4-1-2-3 ◇エコファーマーや特別栽培制度により、農薬
や化学肥料等の適正使用、使用量の削減に取
り組んでいます。

産業振興 農政

◎

・エコファーマーや特別栽培制度によ
り、農薬や化学肥料等の適正使用、
使用量の削減に取り組んでいる農家
がいます。

・エコファーマーや特別栽培制度を
周知し、取り組む農家を増やしてい
く必要があります。

・農家(生産者）への啓発とともに理
解を得ることが重要です。

4-1-2-4 ◇都等と連携し、農薬の適切な使用を指導して
いきます。

産業振興 農政

◎

・農業振興事務所の農薬安全対策と
連携を図り取り組んでいきます。

・引き続き、農業振興事務所の農薬
安全対策と連携を図り取り組んでい
ます。

4-1-2-5 ◇公園や街路樹等では、できるだけ害虫駆除薬
品等の使用量を削減していきます。

建設 みどりと公園

◎

・年間を通じて害虫駆除を行うのでな
く、発生時のみ薬剤散布を行っていま
す。

・継続して行います。 ・早朝行わなくてはならない事です。

23 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■地盤沈下の防止対策を推進していきます － －

●地下水揚水規制の指導

4-2-1-1 ◇都と連携し、関連法令等に基づき、地下水揚
水規制等の指導を継続していきます。

生活環境 環境

◎

・事業所から、地下水使用の相談があ
り、多摩環境事務所を案内しました。

・今後も、都と連携して対応します。

●地下水涵養の実施 － －

各課 各係

管財

○

・公共施設建設等新規事業において、
浸透性舗装等の設計取り組みを行っ
ています。

・継続していきます。 ・浸透性舗装の場合の強度不足が
あります。

高齢者福祉

◎

・高齢者福祉センター寿楽、シルバー
ワークプラザの駐車場について浸透
性舗装を利用しています。

・路面整備の必要な箇所について
は、随時浸透性舗装の利用を図りま
す。

建設課管理

△

・浸透舗装は目詰まりが多いため、
浸透ます等により地下に涵養してい
る例が多いです。

■汚染状況を調査し、情報を提供していきます － －

●汚染状況の調査、情報の提供 － －

4-3-1-1 ◇必要に応じて、都と連携し、土壌汚染状況を
把握するための調査を実施していきます。

生活環境 環境

△

・調査案件が発生した場合に都と連携
して対応します。

・今後も、調査案件が発生した場合
に都と連携して対応します。

4-3-1-2 ◇必要に応じて、都と連携し、土壌汚染の調査
結果の情報を提供していきます。

生活環境 環境

△

・調査案件が発生した場合に都と連携
して対応します。

・今後も、調査案件が発生した場合
に都と連携して対応します。

◇公共施設を整備する際には、歩道や駐車場
等の路面における浸透性舗装の利用に取り組
んでいきます。

4-2-2-1

24 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

5．様々な公害を防いでいくために － －

■有害化学物質による汚染を防止していきます － －

●工場・事業所から排出される有害化学物質の抑制

5-1-1-1 ◇都と連携し、事業活動により排出される有害
化学物質等の抑制を指導していきます。

生活環境 清掃管理

△

5-1-1-2 ◇ダイオキシン類に関する最新データを収集
し、都と連携して発生の可能性のある工場・事
業所に対して発生防止対策を指導していきま
す。

生活環境 環境

△

・都と足並みをそろえて対応していき
ます。

5-1-1-3 ◇内分泌攪乱物質（環境ホルモン）等健康影響
が疑わしい物質について、都と連携し、工場・事
業所に対して使用抑制を啓発・指導していきま
す。

生活環境 環境

△

・都と足並みをそろえて対応していき
ます。

生活環境 環境

△

・担当課への働きかけを行います。 ・公共施設建設予定の課へ働きか
けます。

管財 管財

○

・修繕・工事等を行う場合、設計段階
から使用材料・処分方法を細かく指示
しています。

・継続して行います。

●有害化学物質に関する情報の収集と提供 － －

5-1-2-1 ◇有害化学物質等に関する最新の情報を収集
し、広報みずほやホームページ等により町民・
事業者へ提供していきます。

生活環境 環境

◎

・東京都環境局からのチラシを窓口に
配置しました。

・今後、国や都の情報を集めて、広く
情報提供を行います。

5-1-1-4 ◇公共施設では、安全性に問題のある有害化
学物質等を含む製品は使用しません。

25 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■光害を防止していきます － －

●光害防止対策の推進 － －

5-2-1-1 ◇周辺市と連携して、国や米軍に対し、横田基
地の夜間照明低減の要請に取り組んでいきま
す。

秘書広報 基地・渉外

◎

・横田基地関係自治体と連携して、毎
年、防衛省及び在日米軍に対し要望
活動を実施しました。

・今後も機会を捉え、関係各市との
連携を図りつつ効果的な活動を行う
予定です。

・政権交代によって、陳情の方法が
変わる可能性があり、注視が必要で
す。

5-2-1-2 ◇街路灯は、光害防止の観点も含め、色や照度
を検討していきます。

建設 管理
△

・街路灯については、地域振興課で
対応となります。

建設 管理
△

・道路照明灯は東京都型を使用して
います。

生活環境 環境
△

・関係課へ働きかけます。 ・財政面もあるため、必要に応じて
対応することになります。

各課 各係

管財 管財係

○

・事務室蛍光灯もプルスイッチとし使
用しないときの消灯を行っています。
・外施設外灯等についてもタイマーを
設置し、夏冬時間での点灯時間を調
整しています。

・継続していきます。

福祉 高齢者福祉

◎

・施設の指定管理者に対し、照明灯の
こまめな消灯を徹底するよう指導して
います。

・継続して指導に努めます。

保健 保健指導
◎

・施設利用時間終了後の消灯を徹底
しています。

・継続して実施します。

建設 みどりと公園

◎

・公園灯において、タイマー設置し、４
時３０分から２２時までの点灯を行って
います。

・継続していきます。

下水道 業務・工務

◎

・農作物等への影響を考え、必要最
低限の街路灯のみ点灯しています。

・引き続き必要以上の街路灯は点
灯しません。

図書館 郷土資料館

◎

・郷土資料館展示室の利用時間終了
後の消灯に努めています。

・継続して利用時間終了後の消灯に
努めていきます。

●光害に関する情報の提供 － －

5-2-2-1 ◇夜間照明による農作物への影響に関する情
報を把握し、広報みずほやホームページ等によ
り町民・事業者へ提供していきます。

生活環境 環境

△

・必要に応じてＰＲしていきます。 ・防犯や交通面の有効性もあるた
め、慎重に対応していきます。

5-2-2-2 ◇広報みずほやホームページ等により、｢光害
対策ガイドライン｣推奨の照明器具についての情
報を町民・事業者へ紹介していきます。

秘書広報 広報広聴

△

・未実施のため記入なし。
【横田基地関係自治体と連携して、毎
年、防衛省及び在日米軍に対し要望
活動を実施しました。（5-2-1-1）】

・基地渉外係からの情報提供を受
け、「光害対策ガイドライン」推奨の
照明器具について広報紙やホーム
ページに掲載していきます。【今後も
機械を捉え、関係各市との連携を図
りつつ効果的な活動を行う予定で
す。】

・本調査項目については、基地渉外
係5-2-1-1と内容が重複しているた
め、基地渉外係の回答を併せて記
述しました。(生活環境課係長に確
認済み）
【政権交代によって、陳情の方法が
変わる可能性があり、注視が必要で
す。】

5-2-1-3

5-2-1-4

◇周辺への迷光防止のため、基準に合わせ、フ
ルカットオフ照明具への転換等に取り組んでい
きます。

◇公共施設では、街路灯等を除き、施設利用時
間終了後の消灯を徹底していきます。

26 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

6．豊かな緑を守り、育てていくために － －

■緑地を保全し、育成していきます － －

●保存樹木、保存樹林の指定・保全 － －

6-1-1-1 ◇市街地の貴重な緑を保全するため、保存樹
林地や保存樹木の指定、助成を継続していきま
す。

建設 みどりと公園

◎

・保存樹林地として指定を行っていま
す。
・平成２０年度実績
　保存樹木３３本
　保存屋敷林２１か所
　保存樹林地４１か所、２０９，０６９㎡
　奨励金２，５９９，０００円
・平成２１年度実績
　保存樹木３２本
　保存屋敷林２１か所
　保存樹林地４２か所、２１１，９０９㎡
　奨励金２，６１８，０００円

・継続して行います。 ・相続や売買で指定解除が発生して
います。
・指定箇所の増加をしていかなけれ
ばなりません。

建設 みどりと公園

△

・樹林地を取得していきます。 ・地権者の理解や協力が不可欠で
す。

企画財政 財政

△

・現在、緑の基金は、基金利息のみの
運用となっています。

・今後も、緑地保全等緑の基金条例
と照らし合わせ、必要な該当事業に
ついて基金の取崩し等運用していき
ます。

会計 会計

△

・保存樹林、保存樹木の指定や保全
に必要が生じた場合、基金を取り崩し
て具体的事業への資金提供を行いま
す。

・今年度は該当事業はありませんで
した。今後担当課の具体的な事業
があった場合に実施します。

・会計課では伝票のＦＤ化を推進し
ています。推進により、紙などを省
略化、Co2排出削減が少しでも進む
よう、さらにＦＤ化を推進していくこと
が必要と考えます。

6-1-1-2 ◇樹林地の保護のため、緑の基金の活用等に
取り組んでいきます。

27 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●公園による緑地の保全・育成 － －

建設 みどりと公園
△

・保全について要望します。

都市計画 区画整理

△

・現在施行中の区画整理事業につ
いては、公園の設置により緑地保全
を図ります。また、今後予定される
区画整理事業については、植林地
等があった場合には、保全を図るよ
う検討していきます。

6-1-2-2 ◇緑地、公園の少ない地区等の偏りを解消する
ため、既存公園の拡充やポケットパークを整備
していきます。

建設 みどりと公園

◎

・平成１９年度　旧川ポケットパーク用
地取得及び整備をしました。
・長岡地区整備統合事業公園用地を
取得しました。
・都市計画道路３・５・２３号線ポケット
パーク用地を取得しました。
・平成２１年度　殿ケ谷ポケットパーク
が完成しました。

・継続的に取得及び整備を行ってい
きます。

・用地取得は、地権者の理解や協力
が不可欠です。

6-1-2-3 ◇町民の協力も得て、町民が身近に緑とふれあ
える場として、公園内へ花木等を植栽していきま
す。

建設 みどりと公園

◎

・春と秋にパンジーなどの花苗を配布
し、玉林寺公園などに町内会で花植
えを行っています。

・継続して行います。

6-1-2-4 ◇各種補助により公園を整備していきます。 建設 みどりと公園

◎

・公園用地取得・公園（PP）整備に防
衛の補助金を活用しています。

・継続して行います。

6-1-2-1 ◇土地区画整理事業の実施区域の樹林地等
は、公園としての保全に取り組んでいきます。

28 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●街路樹や生垣等の整備 － －

6-1-3-1 ◇既存の街路樹を適正に維持管理していくとと
もに、街路樹の間への花植え等を実施していき
ます。

建設 管理

◎

・街路樹は年間委託を行っています。
街路ますに花植えを住民の方や、学
校の生徒により年数回花植えを行っ
ています。

建設 管理

△

・現在、街路樹を植えるような道路築
造行っていません。

・今後、都市計画道路等築造にあ
たっては、維持管理しやすいものを
選定していきます。

都市計画 区画整理

◎

・殿ケ谷土地区画整理地区は、既に
完成し供用開始されている都市計画
道路については街路樹を植えていま
すが、ハナミズキや白樫等維持管理
のしやすいものにしています。

・駅西土地区画整理地区について
は、これから街路樹を設置します。
その際には、担当と協議しながら維
持管理のしやすいものを選定してい
きます。

6-1-3-3 ◇「生垣助成制度」を町民が積極的に活用でき
るよう広報みずほやホームページ等により周知
していくとともに、生垣による緑化を普及啓発し
ていきます。

建設 みどりと公園

◎

・広報（年１回）やホームページで周知
に取り組んでいます。
・平成２０年度実績は、延長５７．３ｍ
　補助額２７万９千円です。
・平成１９年度実績は、延長２０ｍ、
　補助額１０万円です。
・平成２１年度は申請がありませんで
した。

・継続して行います。

●公共施設や民間施設における緑地の保全・育成 － －

6-1-4-1 ◇公共施設を整備するにあたっては、屋上緑化
や壁面緑化に取り組んでいきます。

建設 みどりと公園

◎

・壁面緑化を試験的に町営住宅１・２
号棟西側壁面に花壇を作成し、いた
びかづらを植栽しました。

・経過観察をしていきます。

6-1-4-2 ◇開発行為や工場・倉庫・事業所等を建築する
際には、瑞穂町宅地開発等指導要綱の規定に
基づき、一定の緑地を確保するよう指導してい
きます。

都市計画 計画指導

◎

・瑞穂町宅地開発等指導要綱により、
開発の種類、面積に応じて必要な緑
地確保及び保全を指導しています。

・継続して指導していきます。

6-1-4-3 ◇都と連携し、工場・事業所等の建設の際に
は、既存の緑の保全や新たな緑の創造のため
の緑化協定等の締結を働きかけていきます。

都市計画 計画指導

△

・「瑞穂町宅地開発等指導要綱」に
基づき指導していきます。

・「緑化協定等」という定義が曖昧。
具体的内容を検討する必要があり
ます。

6-1-4-4 ◇産業まつりでの花や苗の無料配布等を通じ、
町民・事業者・町が一体となった緑化事業を推
進していきます。

建設 みどりと公園

◎

・産業祭り２日間で苗木の無料配布を
行っています。
・平成２１年度実績は、ブドウ３００本・
紅花ドウダンツツジ１００本・チューリッ
プ球根（１０球入）２００組・パンジー１０
００組（３鉢入）及び農芸高校よりブ
ルーベリー３００本配布しました。

・継続して行います。 ・２日間の天候に左右され苦慮して
います。

6-1-3-2 ◇街路樹は、大きく育ちすぎないもの、維持管
理のしやすいものを選定していきます。

29 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

6-1-4-5 ◇学校の校庭の芝生化の可能性を研究してい
きます。

学校教育 庶務

◎

・一小（黒土）、五小（グリーンサンド）
にて校庭芝生化育成試験を鳥取方式
にて実施しました。
・一小は黒土の中庭において実施し、
良好に生育しています。
・五小はグリーンサンドの校庭におい
て実施しました。当初は順調な生育が
見られましたが、水はけが良すぎるな
どの理由で良好な結果は得られませ
んでした。

・鳥取方式ではなく、ビッグロールを
使用しての芝生化を検討していま
す。平成22年設計委託、平成23年
施工を予定しています。

・多額の予算が必要となります。都
の１００％補助には、芝生の維持管
理において地域の方々の協力が必
要となっています。
・学校・地域・利用者が望む芝生化
を計画する必要があります。

●狭山丘陵の雑木林の保全 － －

6-1-5-1 ◇東京都の「丘陵地景観基本軸」に指定されて
いる狭山丘陵の雑木林の保全を、東京都へ継
続して働きかけていきます。

建設 みどりと公園

◎

・野山北・六道山公園管理運営協議
会（年４回）において公園の維持管理
について意見を述べています。

・継続して行います。

30 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■農地を保全していきます － －

●農地の保全、地元農業の活性化 － －

6-2-1-1 ◇遊休農地の解消を図るため、景観機能、防災
機能、保水機能等、多面的な機能を考慮して農
地を保全していきます。

産業振興 農政

◎

・農業振興地域整備計画により農地を
保全しています。

・今後も農業振興地域として農地を
保全すべき地域と、土地基盤整備を
必要とされる地域との調整が必要で
す。

・国や都との連絡調整や連携が必
要です。

6-2-1-2 ◇農業体験や農業学習への遊休農地の利用に
取り組んでいきます。

産業振興 農政

◎

・農業委員会による不耕作地解消事
業の一環として子供会等に呼びか
け、小麦の種まきと収穫体験を実施し
ています。

・今後も農業体験や農業学習への
遊休農地の利用に取り組んでいき
ます。

6-2-1-3 ◇都の補助事業の利用により、農業経営の近
代化を促進していきます。

産業振興 農政

◎

・魅力ある都市農業育成対策事業（平
成１７年度～平成２１年度）を実施しま
した。

・平成２２年度からも引き続き都の補
助事業制度のＰＲ等を行い、毎年申
請者が出るよう情報提供をしていき
ます。

・都の補助事業制度の内容にもより
ますが、補助申請をするよう農協や
認定農業者等に投げかけても、なか
なか申請する農業者が出てこない
現状があります。

6-2-1-4 ◇農業振興や観光振興等に繋がる地域特産物
の開発と育成に取り組んでいきます。

産業振興 農政

○

・今年度より、瑞穂町ブランド特産品
の開発について取り組んでいくことに
なっています。

・今年度は懇話会を立ち上げ、幅広
い層から意見を伺い取り組んでいく
ことになっています。
・ブランド特産品として確立するに
は、ある程度中期的な視点に立った
検討が必要と思われます。

・ブランド特産品開発から製造、流
通、販売までのことまで検討していく
必要があります。

6-2-1-5 ◇町の特性を活かした農業の推進や、流通販
売体制づくりを推進していきます。

産業振興 農政

△

・流通販売体制づくりを推進するに
は、ＪＡをはじめ各農業団体と連携し
検討していく必要があると思われま
す。

6-2-1-6 ◇町の行事や農畜産物直売所等での農産物の
販売や周知を支援していきます。

産業振興 農政

◎

・町行事（残堀川ウォーキング、産業
まつり、フリーマーケット等）での農産
物等の販売を行っています。

・今後も、町行事（残堀川ウォーキン
グ、産業まつり）での農産物販売を
行うとともに、農畜産物直売所（ふ
れっしゅはうす）等での農産物の販
売や周知を支援していきます。

6-2-1-7 ◇学校給食組合との契約栽培の実施等を踏ま
え、その他の施設での地元生産物の利用にも取
り組んでいきます。

産業振興 農政

◎

・学校給食組合へ野菜（キャベツ、コ
マツナ等）を供給しています。

・今後も、野菜農家と学校給食組合
との契約栽培を継続していきます。

31 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●農業の担い手の確保 － －

6-2-2-1 ◇農業後継者の育成と、新たな農業後継者を確
保するための環境づくりを促進していきます。

産業振興 農政

△

・農業の担い手確保のは一番の課
題であり、新規就農者を含めた農業
で生活できる制度（しくみ）づくりが大
きな問題です。

6-2-2-2 ◇認定農業者との意見交換を実施し、経営改善
計画の達成のための支援を行っていくとともに、
新たな認定農業者を発掘していきます。

産業振興 農政

◎

・認定農業者との意見交換会や認定
農業者を対象に講演会を実施してい
ます。また、経営改善計画の達成のた
めの支援とともに新たな認定農業者
を発掘しています。

・認定農業者との意見交換を実施
し、経営改善計画の達成のための
支援を行っていくとともに、新たな認
定農業者を発掘していきます。

・認定農業者のメリット等をＰＲし、ひ
とりでも多くの認定農業者を増やす
必要があります。

6-2-2-3 ◇既存の生産者組織のスムーズな運営や新た
な組織づくりを支援していきます。

産業振興 農政

◎

・瑞穂町農畜産物直売所への支援を
行っています。

・引き続き、瑞穂町農畜産物直売所
への支援を行っていきます。

・自助努力を促しながら、支援の方
法を検討していくことも今後は必要
です。

6-2-2-4 ◇今後の新しい農業の担い手として、新規就農
者への支援に取り組んでいきます。

産業振興 農政

◎

・東京都農業会議と連携を図り、新規
就農者の受け入れを行っています。ま
た、農業経営基盤強化促進法に基づ
く農地利用集積計画により新規就農
者が農地を借用できるようにして就農
できる環境の支援を実施しています。

・今後も東京都農業会議等と連携を
図り、新規就農者の受け入れや相
談を行っていきます。

・新規就農者への理解と協力体制
づくりが重要となっていくと思われま
す。

6-2-2-5 ◇援農ボランティア制度を研究し、農業に興味
を持つ住民による援農ボランティアを育成してい
きます。

産業振興 農政

△

32 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■緑を守り育てるための住民活動を推進していきます － －

●緑に関する調査研究、自然観察会等の実施 － －

6-3-1-1 ◇緑や生息する生物について、自然保護団体
のメンバーとの情報交換や調査研究を進めてい
きます。

建設 みどりと公園

◎

・野山北・六道山公園管理運営協議
会（年４回）において公園の維持管理
について意見を述べています。

・継続して行います。

建設 みどりと公園 △
社会教育 社会教育

◎

1.狭山丘陵ウォーキング
町民の健康・体力づくりを進め、さくら
まつりのイベントと同時に実施するこ
とで、より多くの町民に対しウオーキン
グ事業の普及・啓発を図る。さくらまつ
りのイベントのひとつとして同日に開
催しています。
・開催日：毎年　４月
・対象：全町民
・会場：狭山丘陵
2.残堀川ふれあいウオーキング
残堀川ふれあいイベントの1つとして
「残堀川ふれあいウオーキング」を実
施しています。コースは役場から狭山
丘陵、残堀川を経て狭山池をゴールと
し、自然とふれあい、残堀川を理解し
てもらいます。
・開催日：毎年５月
・対象：全町民

・継続して事業を実施していきます。

3.地域探検クイズ
残堀川ふれあいウオーキングのなか
でクイズをしながらコースを歩きます。
役場から狭山丘陵、残堀川を経て狭
山池をゴールとし、自然とふれあい、
残堀川のコースを楽しく歩きます。
・開催日：毎年　５月
・対象：全町民

6-3-1-3 ◇保存樹林等を中心に、自然観察会の開催に
取り組んでいきます。

建設 みどりと公園

△

6-3-1-2 ◇自然とふれ合う機会として、様々な事業を実
施していきます。
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施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●住民参加による緑地の保全 － －

6-3-2-1 ◇小学生の授業の一環として、花植え運動の実
施を要請していきます。

建設 みどりと公園

◎

・春と秋に小学生による、緑道・町道
植栽・公園に花植えを行っています。
・春　第一小学校５年生・第二小学校
３年生・第五小学校２年生で実施しま
した。
・秋　第一小学校５年生・第二小学校
３年生・第四小学校３年生で実施しま
した。

・継続して行います。

6-3-2-2 ◇町民・事業者と連携し、花植え運動を継続して
いきます。

建設 みどりと公園

◎

・春と秋にパンジーなどの花苗を配布
し、玉林寺公園などに町内会や個人
で花植えを行っています。

・継続して行います。

6-3-2-3 ◇高校生による六道山公園の草取りや清掃を
支援していきます。

建設 みどりと公園

◎

・農芸高校生徒により、六道山公園の
草取り・清掃活動を事業の一環として
行っています。

・継続して行います。

6-3-2-4 ◇町民、町内会・自治会、社会福祉協議会等の
協力を得て、公園を効率的に、適切に維持管理
していきます。

建設 みどりと公園

◎

・公園や緑地の管理を、自治会・町内
会・子供会育成会・寿会・社会福祉協
議会に年間委託しています。

継続して行います。 ・高齢化により、維持管理が困難な
ため、契約解除が発生しています。

6-3-2-5 ◇町民・事業者・緑地の所有者が維持管理しや
すい制度として、ボランティア活動により維持管
理していきます。

建設 みどりと公園

◎

・平成２１年度個人１４名・法人１者・
団体３団体総勢１２４名の登録があ
り、公園の清掃やゴミ拾いのボラン
ティア活動を行っています。

・継続して行います。
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施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

7．多様な生き物を守り、育てていくために － －

■生き物に棲みやすい環境づくりを進めていきます － －

●棲み良い環境づくりの推進 － －

7-1-1-1 ◇町内の自然保護団体等、野生生物に関する
専門家からのアドバイスをとり入れ、野生生物
の生息環境を保全していきます。

社会教育 郷土資料館

◎

・平成２０年度から動植物生態調査事
業として、生涯学習推進団体である瑞
穂自然科学同好会に委託し行ってき
ました。
・当該年度は町内のツバメの営巣状
況を行いました。
・平成２１年度は、身近な河川としての
残堀川に係わりのある動植物の調査
を委託しました。
・これまで同会に依頼し瑞穂の動植物
などの報告冊子等の発行や自然観察
会を実施してきました。

・今後は、今まで、蓄積してきた動植
物に関する貴重な資料と併せて、更
に町内に生息の動植物調査の生物
種類を増やしていくこで、実態を把
握し、基礎的な資料の収集が必要
不可欠です。
・資料の収集後、専門家のアドバイ
スを参考に調査資料の分析・検討を
まとめた結果報告を作成します。
・結果報告を基に環境づくりの道筋
について取り組くみ方針等を明確に
決めていくと共に、具体的な施策を
かかげ、事業実施に向けて推進して
いきます。

7-1-1-2 ◇都と連携し、北狭山谷（高根ッ田んぼ）等、生
き物が棲みやすい環境を保全していきます。

建設 みどりと公園

◎

・野山北・六道山公園管理運営協議
会年４回において公園の維持管理に
ついて意見を述べています。

・継続して行います。

■生物の生息状況についての情報を提供していきます － －

●情報の収集

7-2-1-1 ◇残堀川の水生生物調査を継続して実施して
いきます。

生活環境 環境

◎

・平成２１年６月１１日に瑞穂町、武蔵
村山市及び立川市と合同にて、残堀
川の水生生物の生息状況を把握する
とともに生物学的水質判定等を行い、
残堀川の河川環境を保全するための
資料としました。

･来年度も継続実施予定です。

生活環境 環境

◎

・町内のﾀﾇｷ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ等の野生動物の
死体回収状況を、みずほ自然科学同
好会に報告をしています。

・郷土資料館、自然保護団体と連携
して、町内の状況を把握していきま
す。

社会教育 郷土資料館

◎

・平成21年度は、残堀川の動植物生
態調査を瑞穂自然科学同好会に委託
し実施しました。
・調査は、四季を通して、４回実施しま
した。年度末に瑞穂自然科学同好会
から調査報告書を提出されました。
・郷土資料館企画展「瑞穂町内で交通
事故死した動物たち」（9／29～10／
18）を実施しました。
・出前資料館「瑞穂町内で交通事故死
した動物たち」（12/2～27・1/6～31）を
武蔵野・元狭山コミセンで実施しまし
た。

・継続して動植物生態調査の事業を
実施し、多種目生物の生息状況に
ついての実態の把握に努め、住民
参加や瑞穂自然科学同好会とも連
携をとって情報の収集を図ります。

7-2-1-3 ◇緑や生息する生物について、自然保護団体
のメンバーとの情報交換や調査研究を進めてい
きます。

建設 みどりと公園

◎

・野山北・六道山公園管理運営協議
会（年４回）において公園の維持管理
について意見を述べています。

・継続して行います。

7-2-1-2 ◇町内の自然保護団体等の協力を得て、動植
物の生息状況を把握していきます。

35 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●情報の提供 － －

7-2-2-1 ◇動植物の生息状況等を「瑞穂の動植物」や
「瑞穂の自然」等としてとりまとめ、町内に生息
する動植物の情報を提供していきます。

社会教育 郷土資料館

◎

・平成18年度に「瑞穂の動植物」を刊
行し、周辺の郷土資料館等へ頒布と
共に、新聞等に情報提供し掲載したと
ころ冊子の頒布希望の電話などによ
る問合せが多数ありました。
・平成２０年度は、町内の動植物の生
息状況を網羅した「瑞穂の動植物」を
増刷刊行し、町内の各小中学校へ配
付すると共に、郷土資料館で有償頒
布しています。

・平成20年度から実施している動植
物生態調査の結果を徐々に蓄積
し、冊子にして随時刊行できるよう
努めます。また、住民参加や瑞穂自
然科学同好会とも連携をとって情報
の提供を図ります。

7-2-2-2 ◇ミドリガメやその他の生物の展示等により、外
来種や生態系を乱す恐れのある生物について
の情報を提供していくとともに、自然の生態系回
復を図ることの重要性を啓発してきます。

建設 みどりと公園

◎

・狭山池や桜沢の池のミドリ亀を捕獲
し、他の場所に移設し飼育していま
す。

・適時捕獲をしていきます。

生活環境 環境

△

・関係課・団体等と連携して、様々な
催しを実施します。

・未確定要素が多いため、関係課と
情報交換しながら実施に向けて働き
かけていきます。

社会教育 郷土資料館

◎

・平成２２年３月に、町内動植物生態
調査「残堀川の動植物調査」の結果を
踏まえ、調査報告終了後、現地で野
外自然観察会を実施しました。

・継続して動植物生態調査の事業を
実施し、多種目生物の生息状況に
ついての実態の把握に努め、住民
参加や瑞穂自然科学同好会とも連
携をとって自然観察会の実施を図り
ます。

生活環境 環境 △
社会教育 社会教育

◎

・住民の自主・自立活動によるまちづ
くりを実現するため、瑞穂町における
人材情報を収集して総合人材リストを
作成し、団体・地域のサークル活動に
利用してもらいます。
・現在１９分野で５２件の登録があり、
スカイホール及びホームページにてリ
ストの閲覧をすることができます。

・事業を積極的にＰＲし、活用が図
れるよう務めていきます。

7-2-2-3

7-2-2-4

◇自然を観察し、理解を深める機会を増やすた
め、自然観察会の実施に取り組んでいきます。

◇講座開催による人材の育成や、瑞穂町総合
人材リストへの登録等を進め、自然環境学習に
関するアドバイザーを町民・事業者へ紹介して
いきます。

36 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

8．水辺を守り、育てていくために － －

■水辺を保全していきます － －

●水辺の保全 － －

生活環境 環境

◎

・平成２１年５月２０日に残堀川水質調
査会で、水質調査と生物調査の結果
を、残堀川環境調査書としてまとめ、
残堀川水質調査会合同要望書ととも
に、多摩環境事務所、北多摩北部建
設事務所、西多摩建設事務所に提出
しました。

・今後も継続して実施します。

都市計画 計画指導

◎

・平成２０年度に都による低水路改修
工事が完成しました。
・野鳥や水生生物に配慮した工夫が
なされ、残堀川の環境保全に役立っ
ています。

・維持管理については都で継続して
いくよう要請していきます。

8-1-1-2 ◇狭山池等、その他の水辺も保全していきま
す。

建設 みどりと公園

◎

・平成２１年度　狭山池周辺整備基本
計画策定委託を行い、次年度以降に
向けて作業を進めています。

・継続して行います。 ・１０年ぐらいかかるのではないかと
予想されます。

8-1-1-3 ◇河川敷清掃の町内会への委託等、水辺環境
の保全活動を支援していきます。

建設 管理

◎

・残堀川外河川について、町内会に除
草清掃委託を行っています。
残堀川・・年３回、その他河川・・年２
回

8-1-1-1 ◇残堀川水質調査会を通じ、残堀川の環境保
全を都へ要請していきます。

37 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●水量の確保、水質の保全 － －

8-1-2-1 ◇残堀川に年間を通じて安定して水が流れるよ
う、残堀川水質調査会を通じて要請していきま
す。

生活環境 環境

◎

・平成２１年５月２０日に残堀川水質調
査会で、水質調査と生物調査の結果
を、残堀川環境調査書としてまとめ、
残堀川水質調査会合同要望書ととも
に、多摩環境事務所、北多摩北部建
設事務所、西多摩建設事務所に提出
しました。

・今後も継続していきます。

8-1-2-2 ◇狭山池の水量の安定化に取り組んでいきま
す。

建設 みどりと公園

◎

・平成２０年度に狭山池の堰を設置し
水量の維持をはかりました。

・平成２０年度に引き続き池の浚渫
を行います。

8-1-2-3 ◇狭山池の浚渫を行い、池の水質浄化、良好な
水辺環境の創出を進めていきます。

建設 みどりと公園

◎

・平成２０年度　あめんぼうの池・筥の
池一部の浚渫を実施しました。
・平成２１年度　ふなっこの池・はこの
池残り・調練橋から丸池までの浚渫を
行いました。

・事業終了です。

下水道 業務

◎

・都より配布されるキャンペーンチラシ
等の掲示・配布をおこないました。
・下水道局の依頼を受け、油を使わな
い料理のレシピの募集を行ない、レシ
ピを配布しました。

・油等、処理しにくいものを下水道や
浄化槽に流した時の環境への悪影
響を知らせ、衛生的に使えるよう指
導していきます。

生活環境 環境

◎

・合併処理浄化槽補助申請者へ、供
用開始後は公共下水道へ接続するよ
うに啓発しました。
・「浄化槽を使用される方の３大義務」
のチラシを、下水道課に配置依頼しま
した。

・関係課窓口にて啓発を継続してい
きます。

8-1-2-5 ◇公共下水道が整備されない地域においては、
合併処理浄化槽の設置を啓発していきます。

生活環境 環境

△

8-1-2-4 ◇河川の水質を保全、向上するため、公共下水
道整備を推進していくとともに、公共下水道への
接続を啓発していきます。

38 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●保水機能の確保 － －

8-1-3-1 ◇保水機能を確保するため、狭山丘陵の雑木
林の保全を、東京都へ継続して働きかけていき
ます。

建設 みどりと公園

◎

・野山北・六道山公園管理運営協議
会年４回において公園の維持管理に
ついて意見を述べています。

・継続して行います。

生活環境 環境

△

・生活環境課としては、担当課への
関連情報の提供と取り組みへの協
力という形で携わります。

産業振興 農政

△

・地域により保水・浸透機能が乏し
い地域があるのではないかと思わ
れます。

建設 みどりと公園

◎

・保存樹林地として指定を行っていま
す。
・平成２０年度実績
　保存樹木３３本
　保存屋敷林２１か所
　保存樹林地４１か所、２０９，０６９㎡
　奨励金２，５９９，０００円
・平成２１年度実績
　保存樹木３２本
　保存屋敷林２１か所
　保存樹林地４２か所、２１１，９０９㎡
　奨励金２，６１８，０００円

・継続して行います。

8-1-3-3 ◇町民・事業者に対し、保水・浸透機能の高い
樹林や農地等の保全を啓発していきます。

産業振興 農政

△

・地域により保水・浸透機能が乏し
い地域があるのではないかと思わ
れます。

■親しめる水辺を創出していきます － －

●自然と親しめる水辺の再生と創出 － －

生活環境 環境

◎

・平成２１年５月２０日に残堀川水質調
査会で、水質調査と生物調査の結果
を、残堀川環境調査書としてまとめ、
残堀川水質調査会合同要望書ととも
に、多摩環境事務所、北多摩北部建
設事務所、西多摩建設事務所に提出
しました。

・今後も、保全については継続して、
環境学習の場については残堀川水
質調査会で調整しながら働きかけて
いきます。

建設 管理 △

都市計画 計画指導
△

・行政連絡会等を通じて都へ要請し
ていきます。

8-2-1-2 ◇子どもや町民が水辺で遊ぶことのできる親水
的な場所の増設に取り組んでいきます。

生活環境 環境

△

・残堀川については、残堀川水質調査
会にて２市１町の足並みをそろえて都
へ要望していきます。
・町管理の河川や水辺については、管
理担当課に協力していきます。

・住民の要望や管理担当課の動向
を踏まえて対応していきます。

・環境係は各施設等を管轄していな
いので、管轄している課の理解と協
力が必要です。

8-1-3-2

8-2-1-1

◇保水・浸透機能を有する樹林や農地等の保
全に取り組んでいきます。

◇残堀川水質調査会を通じ、残堀川の保全や
環境学習に利用できる場の整備等を都へ働き
かけていきます。

39 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

9．美しい景観のまちを創っていくために － －

■瑞穂の特性を活かした景観づくりを進めていきます － －

●町の個性を活かした景観の形成 － －

9-1-1-1 ◇都市景観マスタープランを策定し、瑞穂町の
自然的景観の保全・育成、瑞穂町に残る歴史的
な景観の保全・活用に取り組んでいきます。

都市計画 計画指導

△

・自然的、歴史的、都市的景観の保
全、活用及び新たな景観の創出を
目指した景観基本計画を今後策定
していきます。

建設 みどりと公園
△

産業振興 農政

△

・景観行政については都市計画課
の景観マスタープランが中心となる
と思われます。

●市街地の景観づくりの推進 － －

9-1-2-1 ◇潤いある景観づくりを目指し、工業地周辺の
道路沿線の街路樹等を維持していきます。

建設 管理
◎

・業者に年間委託しています。

9-1-2-2 ◇箱根ケ崎駅西土地区画整理事業の実施等に
より、地域の特性にあわせた個性的で魅力ある
景観を形成していきます。

都市計画 区画整理

◎

・地区計画制度により、駅西地区の特
性にあわせた、きめ細かい街並みづく
りを進めています。

・地区計画制度により、安全、快適
でにぎわいと活力に満ちた市街地環
境と、緑豊かでうるおいのある街並
み景観の形成及び防災性の向上を
図っていきます。

9-1-2-3 ◇「生垣助成制度」を町民が積極的に活用でき
るよう広報みずほやホームページ等により周知
していくとともに、生垣による市街地景観づくりを
推進していきます。

建設 みどりと公園

◎

・広報（年１回）やホームページで周知
に取り組んでいます。
・平成２０年度実績は、延長５７．３ｍ
　補助額２７万９千円です。
・平成１９年度実績は、延長２０ｍ、
　補助額１０万円です。
・平成２１年度は申請がありませんで
した。

・継続して行います。

●建築計画等に対する指導の実施 － －

9-1-3-1 ◇開発計画等に対しては、瑞穂町宅地開発等
指導要綱に基づき、情報公開や説明責任等の
指導を行い、無秩序な開発を防止していきま
す。

都市計画 計画指導

◎

・開発計画に対しては、瑞穂町宅地開
発等指導要綱に基づき指導していま
す。
・計画内容の説明責任については、宅
地開発等事業計画標識の設置を義務
づけており、場合によっては周辺の同
意を得るよう指導しています。

・今後も同様の指導を継続していき
ます。

9-1-3-2 ◇大規模建築物の計画時には、緑化推進の先
導的役割を果たすよう瑞穂町宅地開発等指導
要綱に基づき、敷地内での緑地スペースの確保
を指導していきます。

都市計画 計画指導

◎

・開発の種類、敷地面積の規模に応じ
て緑地・公園の設置を定めています。

・今後も同様の指導を継続していき
ます。

9-1-3-3 ◇景観や眺望を損ねる高層建築物や町並みに
合わない奇抜な建築物を規制するルールづくり
や指導等に取り組んでいきます。

都市計画 計画指導

◎

・箱根ケ崎駅西地区地区計画区域内
では、建築物等の形態又は意匠の制
限を行っています。

・全町的な景観計画やルールづくり
は今後景観基本計画を策定する中
で検討していきます。

9-1-3-4 ◇大規模建築物は、周辺の景観と調和を図り、
形態、色彩、素材等の選択を行うよう、事前に事
業主へ指導していきます。

都市計画 計画指導

△

・景観基本計画を策定後、地区計画
等ルールづくりを検討していきます。

9-1-1-2 ◇町民の協力を得ながら、自然と調和した町並
み、里山や農地のある風景を保全していきま
す。

40 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●建築物計画時の情報公開の推進 － －

都市計画 計画指導

△

・景観への配慮については、環境基
本計画策定後ルールづくりをしてい
きます。

建設 土木

◎

・長岡地区整備統合事業の実施にお
いて、長岡地域施設協議会を設置し、
事業を進めています。

管財 管財

○

・庁舎周辺には、ミニ花壇の設置や壁
面緑化等を実施中です。

・継続して部分的に実施していきま
す。

・施設の老朽化も進んでいることか
ら、対応できない箇所が多くありま
す。
・管財課では、既存の施設管理が主
体となり公共施設建設にあたっては
主管課対応となります。

9-1-4-2 ◇高層や大規模な建築計画が出された際に
は、関連法令に基づき、環境面での配慮等も含
め、住民への情報公開を指導していきます。

都市計画 計画指導

△

・景観への配慮については、環境基
本計画策定後ルールづくりをしてい
きます。

●道路景観の向上 － －

建設 管理

△

・駅西広場については現在検討中で
す。

・維持・管理が課題となります。

都市計画 計画指導

△

・都市計画道路の建設にあたって
は、横断面構成等を検討する中で
配慮していきます。

建設 管理

△

・２．５ｍ以上の歩道がある道路とな
り、町単独または、東京電力、ＮＴＴ
との共同での整備があるが予算的
問題があります。（現在のところ補助
金はありません）

都市計画 計画指導
△

・都市計画道路建設の際には計画
の中で配慮していきます。

9-1-5-3 ◇街道名等の道路名称板を設置し、町民が愛
着を持てる道路整備を進めていきます。

建設 管理

◎

・旧街道等に道路名称板を設置してい
ます。

建設 管理
△

生活環境 環境

◎

・生活環境課においては、環境パト
ロールにより実施中です。

・継続して行います。

9-1-5-1

9-1-5-2

9-1-5-4

9-1-4-1

◇街路灯のデザインや町の特性に応じた街路
樹の選定等により、個性ある道路整備を進めて
いきます。

◇幹線道路等における電線類の地中化に取り
組んでいきます。

◇道路管理者や環境パトロールによる巡回監
視の継続等により、街路樹や電柱に貼付される
捨て看板の除去を推進し、道路景観を向上して
いきます。

◇都市計画事業実施や公共施設建設の際等
は、事前に住民へ情報を公開していくとともに、
景観や環境へ配慮していきます。

41 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■景観についての意識向上を図っていきます － －

●町民・事業者の意識の啓発 － －

9-2-1-1 ◇景観の形成に対する町民・事業者の責務を意
識づけしていきます。

都市計画 計画指導

△

・景観基本計画の中に盛り込んでい
きます。

9-2-1-2 ◇町民・事業者の景観形成への理解と関心の
向上を図るため、町民参加による景観づくりに
取り組んでいきます。

都市計画 計画指導

△

・景観基本計画の中に盛り込んでい
きます。

建設 みどりと公園
△

産業振興 農政

△

・景観行政については都市計画課
の景観マスタープランが中心となる
と思われます。

●環境美化の推進 － －

9-2-2-1 ◇全町一斉清掃の継続実施により、町の美化を
図っていくとともに、町民の美化意識の高揚を
図っていきます。

生活環境 環境

◎

･第２７回全町一斉清掃は、平成２１年
６月７日に実施しました。
・参加人員：6,151人、ごみ回収量
3,810ｋｇでした。

･来年度以降も継続実施予定です。

9-2-2-2 ◇花植え運動を継続実施し、町民や子どもたち
の手による積極的な環境美化を推進していきま
す。

建設 みどりと公園

◎

・春と秋にパンジーなどの花苗を配布
し、玉林寺公園などに町内会や個人
で花植えを行っています。
・春と秋に小学生による、緑道・町道
植栽・公園に花植えを行っています。
・春は、第一小学校５年生・第二小学
校３年生・第五小学校２年生が実施し
ました。
・秋は、第一小学校５年生・第二小学
校３年生・第四小学校３年生が実施し
ました。

・継続して行います。

9-2-2-3 ◇清潔で美しい公園を保持していくため、町内
会・自治会等による適切な管理を推進していき
ます。

建設 みどりと公園

◎

・公園や緑地の管理を自治会・町内
会・子供会育成会・寿会・社会福祉協
議会に年間委託しています。

・継続して行います。 ・高齢化により、維持管理が困難な
ため、契約解除が発生しています。

9-2-1-3 ◇町民に対し、自然と調和した町並み、里山や
農地のある風景の保全等への協力を求めてい
きます。

42 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

10．人にやさしいまちを創っていくために － －

■人にやさしいまちづくりを進めていきます － －

●高齢者や障がいがある人にもやさしいまちづくりの推進 － －

10-1-1-1 ◇「瑞穂町地域保健福祉計画」に基づき、福祉
のまちづくりを推進していきます。

福祉 地域福祉

△

・当事者や町民と関係機関の参加
による「福祉のまちづくり推進協議
会」を設置し、バリアフリーのまちづ
くり推進体制の整備と充実をはかっ
ていきます。

福祉 地域福祉
△

・継続して指導に努めていきます。

福祉 障害福祉
△

・継続して指導に努めていきます。

福祉 高齢者福祉

◎

・新設される施設はもちろん、既存の
施設についても、段差の解消、障がい
者用エレベーターの設置、車椅子利
用空間の確保を要請しています。

・継続してバリアフリー化への要請
に努めていきます。

福祉 地域福祉

△

・新設の建物に対しては、今後とも
指導していきます。既設の建物につ
いては、バリアフリー化になっていな
い場所については、今後とも働きか
けていきます。

高齢者福祉 高齢者福祉

△

・関係機関等との連携を行い、民間
施設へのバリアフリー化を働きかけ
ます。

福祉 地域福祉
△

・継続して指導に努めていきます。

高齢者福祉 高齢者福祉

△

・関係機関等との連携を行い、民間
施設へのバリアフリー化を働きかけ
ます。

10-1-1-5 ◇公園やポケットパーの整備を進めるにあたっ
ては、誰もが使うことのできるユニバーサルデザ
イン化を推進していきます。

建設 みどりと公園

◎

・平成２０年度、松原ひがし公園にだ
れでもトイレを設置し、周辺をバリアフ
リーにしました。

・継続して行います。 ・だれでもトイレを１基設置するのに
７百万から８百万円かかります。

10-1-1-2 ◇公共施設では、誰もが快適に利用できるよ
う、歩道の拡幅、段差の解消、案内表示の充実
等に努めていくとともに、障がい者用エレベー
ターの設置、車椅子利用空間の確保、点字ブ
ロックの設置等に取り組んでいきます。

10-1-1-3

10-1-1-4

◇公共性の高い民間施設は、新設の建物はも
ちろんのこと、既設の建物もバリアフリー化を働
きかけていきます。

◇バリアフリー新法（高齢者、障害者等の移動
等の円滑化の促進に関する法律）に基づき、建
築物等の内部までの連続的な経路を確保して
いきます。

43 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●歩きやすい歩道の整備 － －

10-1-2-1 ◇土地区画整理事業の実施にあたっては、高
齢者や障がい者を含む誰もが安全に通行でき
る歩きやすい歩道を整備していきます。

都市計画 区画整理

◎

・箱根ケ崎駅西地区については、セミ
フラット舗装により誰もが安全に通行
できる歩道を整備しています。
・殿ケ谷地区については、当初の計画
を変更し、公園への出入口部分をセミ
フラット舗装にしています。

・必要に応じて歩きやすい歩道につ
いて見直しを行います。

10-1-2-2 ◇歩行者の妨げにならず、親切でわかりやすい
案内板を設置していきます。

建設 管理

△

●分煙・禁煙意識の確立 － －

10-1-3-1 ◇健診時等のパンフレットの配布やビデオ上映
等により、喫煙の害を啓発していきます。

保健 保健指導

◎

・母子健康手帳交付時や健診（検診）
実施時にパンフレットを配布したり、健
診（検診）の待ち時間にビデオを上映
しています。

・継続して、啓発に努めます。

10-1-3-2 ◇喫煙者に対し、非喫煙者の健康を害しないよ
うな配慮を求めていきます。

保健 保健指導

◎

・母子健康手帳交付時や健診（検診）
実施時にパンフレットを配布したり、健
診（検診）の待ち時間にビデオを上映
しています。

・継続して、啓発に努めます。

■憩いのあるまちづくりを進めていきます － －

●安心して遊べる公園の整備 － －

10-2-1-1 ◇ポケットパークや公園の整備にあたっては、
周辺住民の要望を把握し、魅力のあるものにし
ていきます。

建設 みどりと公園

◎

・周辺住民や町内会長などの意見を
参考に設計を行っています。

・継続して行います。

10-2-1-2 ◇狭山池公園、松原中央公園、六道山公園等、
町の拠点、シンボルとなる公園を適切に維持管
理していきます。

建設 みどりと公園

◎

・狭山池公園　浚渫及び堰を設置しま
しました。
・松原中央公園の芝生化を実施しまし
た。
・六道山公園　萩のトンネルに萩を追
植しました。

・継続して行いました。 ・六道山公園にテングス病が発生し
たが全て剪定しました。

10-2-1-3 ◇公園の遊具等の整備にあたっては、誰もが利
用でき、安全で特色ある遊具を設置していくとと
もに、周辺に調和した色彩、材質等を選定して
いきます。

建設 みどりと公園

◎

・公園や緑道に、遊具(幼児・児童）・
健康器具などの設置を継続的に行っ
ています。
・設置後経過したベンチやテーブルを
周辺に調和した色に塗装しなおしてい
ます。

・継続して行いました。

10-2-1-4 ◇定期的にパトロールを実施し、公園の利用状
況や問題点を把握していくとともに、問題点を改
善していきます。

建設 みどりと公園

◎

・嘱託員常時２名により、公園の維持
管理を行っています。

・継続して行います。 ・犬の糞や、いろいろな生活ゴミの
散乱が目立ちます。

44 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●環境美化の推進 － －

10-2-2-1 ◇全町一斉清掃の継続実施により、町の美化を
図っていくとともに、町民の美化意識の高揚を
図っていきます。

生活環境 環境

◎

･第２７回全町一斉清掃は、平成２１年
６月７日に実施しました。
・参加人員：6,151人、ごみ回収量
3,810ｋｇでした。

･来年度以降も継続実施予定です。

10-2-2-2 ◇花植え運動を継続実施し、町民や子どもたち
の手による積極的な環境美化を推進していきま
す。

建設 みどりと公園

◎

・春と秋にパンジーなどの花苗を配布
し、玉林寺公園などに町内会や個人
で花植えを行っています。
・春と秋に小学生による、緑道・町道
植栽・公園に花植えを行っています。
・春は、第一小学校５年生・第二小学
校３年生・第五小学校２年生が実施し
ました。
・秋は、第一小学校５年生・第二小学
校３年生・第四小学校３年生が実施し
ました。

・継続して行います。

10-2-2-3 ◇清潔で美しい公園を保持していくため、町内
会・自治会等による適切な管理を推進していき
ます。

建設 みどりと公園

◎

・公園や緑地の管理を、自治会・町内
会・子供会育成会・寿会・社会福祉協
議会に年間委託しています。

・継続して行います。 高齢化により、維持管理が困難なた
め、契約解除が発生しています。

45 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

11．安心して暮らせるまちを創っていくために － －

■安全なまちづくりを進めていきます － －

●地域防災計画の充実 － －

11-1-1-1 ◇「地域防災計画」の充実を図るとともに、これ
に基づき、災害に備えた総合的防災体制を確立
していきます。

地域振興 地域安全

◎

・地域防災計画の改訂に向け協議中
です。（平成22年4月より施行）

・今後も地域防災計画を充実すると
ともに、自主防災組織の育成や強化
を図り、防災体制の確立をめざしま
す。

11-1-1-2 ◇防災訓練の実施により、住民の防災意識の
向上を図るとともに、被害を最小にとどめるため
の避難体制や情報伝達体制を確立していきま
す。

地域振興 地域安全

◎

・９月６日に町防災訓練を実施してい
ます。

・例年実施している防災訓練を住民
（自主防災組織）主導型で行えるよ
う、瑞穂町自主防災組織連絡協議
会（平成21年2月設立）と連携して進
めていきます。

11-1-1-3 ◇広報みずほやホームページ等により、町民の
防災意識を啓発していきます。

地域振興 地域安全

◎

・春・秋の火災予防運動実施の広報
掲載しています。
・住宅火災警報器設置促進の広報掲
載しています。
・災害に備えての非常用品準備の広
報掲載しています。

・今後も広報みずほやホームページ
等により、町民の防災意識を啓発し
ていきます。

11-1-1-4 ◇リーダー講習会の実施や資機材の助成等に
より、自主防災組織の育成、強化していきます。

地域振興 地域安全

◎

・普通救命講習（AEDの取扱いなど）
を取り入れた防災リーダー講習会を
実施しています。
・町内に40ある自主防災組織へヘル
メット及び腕章を配布しました。
・平成20年度に設立した瑞穂町自主
防災組織連絡協議会を通じ、自主防
災組織の育成、強化に取組んでいま
す。

・防災リーダー講習会は毎年継続し
て実施していきます。
・資機材の助成等は、自主防災組織
の要望等により対応します。
・瑞穂町自主防災組織連絡協議会
と連携し、自主防災組織の育成、強
化に努めます。

11-1-1-5 ◇危機管理マニュアルの策定、個別マニュアル
の見直し、充実等を通じ、総合的危機管理体制
を整備していきます。

地域振興 地域安全

◎

・危機管理基本マニュアルは策定済
みです。

・個別マニュアルの見直しや新規作
成など各課への周知徹底を図りま
す。

11-1-1-6 ◇災害時の迅速な対応のため、災害発生直後
の対応を含めた事前準備、相互協力、自治体間
の応援協定等、体制を整備していきます。

地域振興 地域安全

◎

・地域防災計画の改訂と合わせ、災
害時の迅速な対応のため、災害時の
対応を明記した職員ハンドブックの作
成をします。
・東京都理容組合西多摩支部と災害
時の応援協定を締結しました。
・町内郊外型大型店舗と協定締結に
向け協議中です。

・民間団体等との協定締結を進めて
いきます。

46 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●交通安全対策の推進 － －

11-1-2-1 ◇中学生を対象とした交通安全教室の実施等、
交通安全教育を充実していきます。

地域振興 交通防犯担当

◎

・警察署や交通安全推進協議会ととも
に、交通安全教室や交通安全啓発活
動を実施し、交通安全教育を充実して
いきます。

・警察署や学校と連携し、交通安全
対策を推進していきます。

11-1-2-2 ◇春秋の交通安全運動、指導を継続していきま
す。

地域振興 交通防犯担当

◎

・交通安全講習会の実施や交通安全
対策のチラシの配布などを実施し交
通安全運動の啓発活動を行います。
・交通安全推進協議会による広報活
動、主要交差点での立哨などにより、
交通安全対策を推進します。

・都、警察署、交通安全推進協議会
と連携し、交通安全対策を推進して
いきます。

11-1-2-3 ◇交通安全教育や啓発を通じて町民の意識の
向上を図るとともに、交通安全施設を整備してい
きます。

地域振興 交通防犯担当

◎

・交通安全講習会の開催や各種交通
安全運動を推進し、交通安全啓発活
動を行います。
・交通安全施設の整備について警察
署や建設課に要望していきます。

・警察署、町建設課と連携し、交通
安全施設の整備にあたります。

11-1-2-4 ◇交通災害共済ポスターの掲示等により、町民
へ交通災害共済制度への加入を促していきま
す。

地域振興 交通防犯担当

◎

・交通災害共済を広く広報し、加入を
促進していきます。

・適正な手続きにより、共済事業を
行います。

●防犯体制の充実 － －

11-1-3-1 ◇人目の届かないような公共施設の死角や周
辺環境からの孤立する場所については、地域安
全ステーションや専従員によるパトロールや見
回りにより、不審者の出現や犯罪･非行を防止し
ていきます。また、看板を設置して町民に注意を
促していきます。

地域振興 交通防犯担当

◎

・防犯活動推進員や自主防犯パト
ロール等の活動が活発に行うことが
できるよう支援していきます。

・警察署・各組織と連携を取り、防犯
活動を推進します。

11-1-3-2 ◇不審者や振り込め詐欺の発生、緊急な犯罪
情報等は、防災無線を利用して町民へ注意を呼
びかけていきます。

地域振興 交通防犯担当

◎

・犯罪情勢を把握分析し、防災無線や
防犯情報メール配信等活用し情報発
信していきます。

・警察署と連携をとり、情報の共有
化を図るとともに、町民からの情報
を分析し、不審情報として積極的に
情報発信していきます。

11-1-3-3 ◇防犯灯の増設や照度アップ、青色回転灯装
備車の運用等により、防犯環境整備、住民生活
安全パトロールを充実していきます。

地域振興 交通防犯担当

◎

・必要な場所には新規に防犯灯を設
置するとともに、適切な維持管理を行
います。
・青色回転灯装備車よる防犯パトロー
ル活動を充実させ、犯罪抑止にあたり
ます。
・自主防犯パトロール隊と連携をとり、
活動の充実化を図ります。

・防犯効果の高い設備の整備に向
け、研究していきます。
・効果的な青色回転灯装備車の運
用を行います。

11-1-3-4 ◇自主防犯組織に対する腕章等資材の貸与や
傷害保険加入金の負担等により、自主防犯活
動を支援していきます。

地域振興 交通防犯担当

◎

・資材の貸与や情報提供を行い活動
の充実化を図ります。

・各組織との連携をとり、効果的な
活動が実施できるよう支援を行いま
す。

11-1-3-5 ◇町内イベントでの防犯ビラの配布や防犯啓発
活動の実施により、防犯思想を普及・啓発して
いきます。

地域振興 交通防犯担当

◎

・産業まつりやサマーフェスティバルな
ど町のイベントに積極的に参加し、防
犯啓発活動を行います。

・防犯活動をＰＲし、できる内容、で
きる時間での防犯活動を推進し、活
動の普及を促進します。

47 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●消防力の強化 － －

11-1-4-1 ◇自主防災組織の強化や、事業者との協定締
結等により、防火管理体制を整備・促進していき
ます。

地域振興 地域安全

◎

・自主防災組織の強化のため、平成
21年2月に瑞穂町自主防災組織連絡
協議会を設立しました。
・東京都理容組合西多摩支部と災害
時の応援協定を締結しました。

・事業者との協定締結を進めていき
ます。

11-1-4-2 ◇消防団員の確保やポンプ車の買換え等によ
り、自主防災組織を強化していきます。

地域振興 地域安全

◎

・平成２１年４月の改選に伴う消防団
員確保のため、消防団員募集記事を
広報に掲載しました。
・ポンプ車１台を購入しました。（買換
え購入）

・年々消防団員の確保は難しい状
況ですが、募集記事の掲載や瑞穂
町消防団と連携し、団員確保に努め
ます。
・消火活動の中心となるポンプ車の
購入については、計画的に進めてい
きます。

11-1-4-3 ◇消防水利の設置やポンプ自動車の購入等、
消防施設の整備･充実を関係機関へ要請してい
きます。

地域振興 地域安全

◎

・消防水利の不足地域に防火水槽２
基を設置しました。
・ポンプ車１台購入しました。（買換え
購入）

・消火活動の中心となるポンプ車の
購入については、計画的に進めてい
きます。
・消防施設の整備･充実のため、関
係機関へ要請していきます。

●洪水対策の強化 － －

11-1-5-1 ◇集中的な豪雨時にも洪水等が生じないよう、
河川整備や河川管理について専門的な検討を
行うよう、都へ働きかけていきます。

地域振興 地域安全

◎

・残堀川工事の完成により、残堀川の
河川整備は完了しました。

・関係機関へ働きかていきます。
・不老川の河川整備について、埼玉
県等に働きかけていきます。

地域振興 地域安全
◎

・残堀川区域内に生い茂った草等を
都にて定期的に伐採しています。

・瑞穂町で実施できることを検討しま
す。

建設 管理

◎

・残堀川の樹木については都におい
て実施し、清掃は町内会に委託して
年３回実施しています。
・外の河川については、町内会による
除草清掃を委託し、年２回行っていま
す。

11-1-5-3 ◇ハザードマップの普及等により、町民の洪水
に対する防災意識を高めていきます。

地域振興 地域安全

△

・残堀川工事の完成により、大規模
な浸水被害が想定されないため、洪
水ハザードマップについての作成は
今後の検討とします。

●危険物対策の推進 － －

11-1-6-1 ◇福生警察署や福生消防署と連携し、高圧ガス
保管施設、毒物・劇物保管施設、放射線使用施
設等の情報を把握していきます。

地域振興 地域安全

◎

・福生警察署や福生消防署と連携し、
各種施設等の情報を把握していま
す。

・福生警察署や福生消防署と連携
し、情報の把握に努めていきます。

11-1-6-2 ◇高圧ガス保管施設、毒物･劇物保管施設、放
射線使用施設等について、安全指導の実施を
関係機関へ働きかけていきます。

地域振興 地域安全

◎

・福生消防署へ安全指導の実施を働
きかけています。

・今後も関係機関へ安全指導の実
施を働きかけていきます。

11-1-6-3 ◇広報みずほやホームページ等を活用し、町
民・事業者に対し、危険物取扱いについて注意
喚起していきます。

地域振興 地域安全

◎

・危険物安全週間（6/8～6/14）に伴
い、6月号広報みずほで注意喚起を行
いました。

・今後も広報みずほやホームページ
等を活用、注意喚起していきます。

11-1-5-2 ◇大雨時の流水を阻害しないよう、川辺の樹木
は伐採する等、適切に管理していきます。

48 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■災害時対策を充実していきます － －

●避難ルート、避難場所、ライフラインの確保 － －

11-2-1-1 ◇広域避難場所や避難所、避難道路を整備し
ていきます。

地域振興 地域安全

◎

・広域避難場所や避難所となる学校
施設について耐震診断、耐震補強等
を計画的に進めています。
・広域避難場所には夜間照明施設を
設置してあります。
・夜間照明用として発電機搭載投光
機を備えています。

・今後も広域避難場所や避難所、避
難道路を整備していきます。

11-2-1-2 ◇公共施設の耐震化・不燃化を促進していくとと
もに、町内の建築物に対する耐震診断の補助
等に取り組んでいきます。

地域振興 地域安全

◎

・避難所となる学校施設について耐震
診断、耐震補強等を計画的に進めて
います。

・町内の建築物に対する耐震診断
の補助等は行っていませんので、近
隣の実施状況等を踏まえ検討しま
す。

11-2-1-3 ◇広域避難場所等へ備蓄庫を整備していくとと
もに、計画的に食糧等の備蓄品を購入・配置し
ていきます。

地域振興 地域安全

◎

・広域避難場所への備蓄庫の配備を
行っています。
・災害時用資器材（災害用工具セット・
チェンソー）を購入しました。
・食糧等の備蓄品の購入を行っていま
す。

・防災の拠点として、元狭山地区（二
本木）に防災倉庫を配備する予定で
す。
・引き続き、計画的に食糧等の備蓄
品を購入・配置していきます。

11-2-1-4 ◇避難所や救援地への迅速な移動ルートを確
保するため、日頃から路上駐車防止の取り締ま
りを警察へ要請していくとともに、町民・事業者
へ路上駐車の防止を啓発していきます。

地域振興 地域安全

◎

・環境パトロールや防犯パトロールを
実施し、町民・事業者へ路上駐車の
防止を啓発しています。

・今後も町民・事業者へ路上駐車の
防止を啓発しています。

11-2-1-5 ◇備蓄品配備の一環として、災害時のトイレ不
足による生活環境悪化防止のため、避難場所
へ仮設トイレを設置していきます。

地域振興 地域安全

◎

・避難場所へ仮設トイレが設置できる
よう防災倉庫に備蓄配備しています。
・プライバシー保護のためトイレテント
を購入しました。

・今後も計画的に備蓄品を購入・配
備していきます。

地域振興 地域安全

◎

・殿ヶ谷土地区画整理事業や駅西土
地区画整理事業として取り組んでいま
す。

・現在、事業認可に向けて準備中の
栗原地区についても防災の視点を
取り入れ推進していきます。

都市計画 区画整理

◎

・毎年度、道路築造工事を行い、道路
整備を進めています。

・事業完了により、道路や公園が整
備され、避難路など誰もがわかりや
すく、安全な街並みが完成します。

11-2-1-7 ◇災害時にも対応できるよう、防災無線やケー
ブルテレビ等も含めた情報ネットワークの整備
に取り組んでいきます。

地域振興 地域安全

◎

・災害情報のメール配信事業を行って
います。
・災害時の協力として、ケーブルテレ
ビやエフエム茶笛と応援協定を締結し
ております。

・今後も情報ネットワークの整備に
取り組んでいきます。

11-2-1-6 ◇土地区画整理事業を実施するにあたっては、
延焼遮断帯や避難路としての道路整備や避難
所となる公園整備に取り組んでいきます。

49 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●非常用水源としての地下水の保全等 － －

11-2-2-1 ◇町で利用可能な井戸の位置をマップ等に整理
していくとともに、水質や水量等を調査し、非常
用水源としての利用可能性を把握していきま
す。

地域振興 地域安全

◎

・平成17年度実施の防災用井戸調査
により把握した井戸について、今年度
水質調査を行っています。

・今後も防災用井戸の水質調査を行
い、非常用水源としての確保に努め
ていきます。

11-2-2-2 ◇地震等の災害により上水道が使用できなくな
る場合に備え、川の水や湧水等、上水道以外の
水源の活用に取り組んでいきます。

地域振興 地域安全

◎

・備蓄飲料水の活用と合わせ、ろ過器
により井戸・プールの水等を利用しま
す。

・上水道以外の水源を活用し、飲料
水の確保に努めます。

●応急対策の確立 － －

11-2-3-1 ◇西多摩医師会や瑞穂町医師会との連携によ
り、災害時に対応可能な医療体制を確保してい
きます。

地域振興 地域安全

◎

・災害時において即時に医療救護活
動ができるよう、西多摩医師会及び町
医師会へ医療救護活動の協力を要請
します。

・西多摩医師会や瑞穂町医師会と
の連携を進めていきます。

11-2-3-2 ◇作成済みの要援護者台帳の活用や自主防災
組織の強化等により、災害時に、迅速に被災者
を救済できる体制を構築していきます。

地域振興 地域安全

◎

・災害時要援護者台帳を各自主防災
組織へ配布しています。
・町防災訓練では、各自主防災組織
により、災害時要援護者への声かけ
や模擬避難訓練を実施しています。

・今後も応急対策の確立に努めてい
きます。

50 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■横田基地対策を進めていきます － －

●生活環境の保全 － －

11-3-1-1 ◇測定基準の変更への対応等、航空機騒音調
査を充実していきます。

秘書広報 基地・渉外

△

・平成25年４月より、航空機騒音の新
たな評価方法（Lden)が施行されるこ
とに伴い、現在運用している騒音測定
器のプログラムの変更等を行います。

・平成25年４月の施行に向けて東京
都横田基地周辺市と情報交換を図
りつつ進めます。

・現在の騒音測定器の交換時期が
迫っていることから、当該機器の交
換を含めた対応の方針について決
定していく必要があります。

11-3-1-2 ◇周辺市と連携し、基地騒音を軽減するための
防音工事の推進を要請していきます。

秘書広報 基地・渉外

◎

・毎年、防衛省に対する要望活動を町
と議会単独で実施するとともに、横田
基地関係自治体と連携して、実施しま
した。

・今後も機会を捉え町及び議会によ
る単独の活動のほか、関係各市と
の連携を図りつつ効果的な活動を
行う予定です。

・政権交代によって、陳情の方法が
変わる可能性があり、注視が必要で
す。

11-3-1-3 ◇横田基地への飛来機に関する情報を常に収
集していきます。

秘書広報 基地・渉外

◎

・役場において観測される高騒音の航
空機について、目視で確認を行うほ
か、常時騒音測定地点で観測される
騒音について、録音し、大まかな機種
確認を実施しました。

・役場において観測される高騒音の
航空機については、写真撮影を行う
ことにより、国等への要請活動の資
とします。

11-3-1-4 ◇周辺市と連携し、国や米軍に対し、航空機事
故防止や基地運用に関する安全確保を要請し
ていきます。

秘書広報 基地・渉外

◎

・毎年、防衛省に対する要望活動を町
と議会単独で実施するとともに、防衛
省及び在日米軍に対する要望活動を
横田基地関係自治体と連携して、実
施しています。

・今後も機会を捉え町及び議会によ
る単独の活動のほか、関係各市と
の連携を図りつつ効果的な活動を
行う予定です。

・政権交代によって、陳情の方法が
変わる可能性があり、注視が必要で
す。

11-3-1-5 ◇周辺市と連携して、国や米軍に対し、横田基
地の夜間照明低減の要請に取り組んでいきま
す。

秘書広報 基地・渉外

◎

・横田基地関係自治体と連携して、毎
年、防衛省及び在日米軍に対し要望
活動を実施しています。

・今後も機会を捉え、関係各市との
連携を図りつつ効果的な活動を行う
予定です。

・政権交代によって、陳情の方法が
変わる可能性があり、注視が必要で
す。

●軍民共用化反対 － －

11-3-2-1 ◇騒音被害の拡大を防ぐため、軍民共用化反
対について、町と議会による要請のほか、関係
機関へ陳情していきます。

秘書広報 基地・渉外

◎

・町と議会において、毎年、外務省に
対し要望活動を実施しています。

・今後も機会を捉え町及び議会に
よって要請を行います。

・政権交代によって、陳情の方法が
変わる可能性があり、注視が必要で
す。

51 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

12．地球温暖化を防止するために － －

■温室効果ガスの発生削減に取り組んでいきます

●（仮称）地球温暖化防止実行計画の策定・推進 － －

12-1-1-1 ◇（仮称）地球温暖化防止実行計画の策定・推
進を通じ、町の事務・事業の実施に伴って排出
される温室効果ガスの削減に取り組んでいきま
す。

生活環境 環境

△

・計画策定時期が未定ですが、策定
に向け準備を進めていきます。
・省エネ法・温対法の改正により、国
や都で実施される新制度（地球温暖
化対策報告書制度）を活用し、庁舎
のエネルギー量を把握し、効果的な
取り組みを研究していきます。

・まず予算の確保が課題になってい
ます。

12-1-1-2 ◇「チーム・マイナス6％」への参加を継続し、温
室効果ガスの排出削減に取り組んでいきます。

生活環境 環境

◎

・クールビズ、ウォームビズキャンペー
ンの周知を行いました。
・ライトダウンキャンペーンの周知を行
いました。
・レジ袋削減キャンペーンポスターの
掲示など各種ポスターの掲示を行い
ました。

・継続して参加予定ですが、国の動
向により対応していきます。

12-1-1-3 ◇（仮称）地球温暖化対策地域推進計画の策定
に取り組んでいきます。

生活環境 環境

△

・計画策定時期が未定ですが、策定
に向け準備を進めていきます。
・省エネ法の改正により、国や都で
実施される新制度（地球温暖化対策
報告書制度）を活用し、庁舎のエネ
ルギー量を把握し、効果的な取り組
みを研究していきます。

・まず予算の確保が課題になってい
ます。

●ごみ焼却量の削減

12-1-2-1 ◇ごみの焼却に伴う二酸化炭素の発生を抑え
るため、資源化の促進等により焼却処理してい
るごみ量を削減していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・ノー（NO)レジ袋・マイバッグキャン
ペーンを推進し、資源化を促進してい
ます。
・ごみ減量・啓発説明会を開催しまし
た。
・継続的な啓発により、可燃ごみの量
は減量傾向にあります。
　（平成21年度、家庭系可燃ごみは前
年度比で約155t減量しました。）

・更なる啓発により、更なるごみの減
量と資源化を図ります。

・可燃ごみの中に資源にできるもの
が混入しているため、分別の徹底を
推進する必要があります。

52 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■省エネルギーに取り組んでいきます － －

●公共施設における取組の推進 － －

各課 各係

管財 管財

○

・省エネルギー対策として、施設の一
部にセンサー式スイッチを試験的に設
置しました。

・費用対効果も考慮し、継続的に研
究する必要があります。

・施設設備の老朽化により設備改修
が困難になっています。

高齢者福祉 高齢者福祉

◎

・天窓の採用や、感知式の照明を設
置する等、省エネルギーに取り組んで
います。

・継続して取り組んでいきます。

建設 管理

◎

・道路照明灯は自動点滅やタイマーに
よって省エネルギーに取り組んでいま
す。

建設 みどりと公園

△

・一部だれでもトイレ室内灯自動照明
設備です。

・適時自動照明設備設置に取り組
みます。

下水道 業務・工務

△

・省エネタイプの設備機械等に切替
えていく。

12-2-1-1 ◇公共施設の建設にあたっては、自然採光の
利用や自動照明設備の設置等に取り組んでい
きます。

53 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

各課 各係

管財 管財

○

・公共施設建設等新規事業において、
基本電気料及び電気料を抑えるため
に深夜電力の利用や氷蓄熱式エコ給
湯の利用も含め自然エネルギー・ＬＥ
Ｄ照明器具等の省電力製品の導入も
設計検討しています。

・省エネ製品も日進月歩であり、継
続して調査研究する必要がありま
す。

・導入にあたっては、一時的な設備
投資となるが高額であるため、財政
上の問題から現段階での計上及び
計画は難しい状況です。
・省エネ製品についてもいまだ高額
でです。
・蛍光灯の価格比較：通常蛍光管
400円→ＬＥＤ15,000円

高齢者福祉 高齢者福祉

◎

・高齢者福祉センター寿楽では、深夜
電力を利用した氷蓄熱型空調設備を
採用しています。

・老朽化による設備改修において
は、効率的な設備を順次導入してい
きます。

保健課 保健指導

◎

・深夜電力を利用した床暖房を導入し
ています。

・継続して実施します。

建設課 管理係

△

・将来的にはＬＥＤ化などを検討して
いきます。

下水道 業務・工務

△

・省エネタイプの設備機械等に切替え
ていきます。

教育総務 庶務

◎

・瑞穂中学校にて氷蓄熱式空調シス
テムを採用しました。（平成２０年度）
・瑞穂中学校の除湿温度保持機能復
旧工事の際に、夜間電力を使用した
氷蓄熱式空調システムで施工しまし
た。

・各校の除湿温度保持機能復旧工
事の設計の際には、深夜電力の利
用、高効率な機器の導入など環境
に配慮した空調システムを採用しま
す。

・除湿温度保持機能復旧工事は防
衛省の補助を受けて実施しています
が、騒音測定において規定値に達
せず補助対象になりません。

12-2-1-3 ◇街路灯は、サマータイムの導入や太陽光の利
用等に取り組んでいきます。

建設 管理

△

12-2-1-4 ◇街路灯の維持管理を適切に行い、無駄なエ
ネルギー消費を防いでいきます。

建設 管理

◎

・町内会を通しての連絡やパトロール
により昼間点灯している道路照明灯
の確認ができたものは、委託業者に
修繕依頼しています。

12-2-1-2 ◇公共施設では、深夜電力の利用や高効率な
機器の導入に取り組んでいきます。

54 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●町民・事業者への意識啓発 － －

12-2-2-1 ◇省エネルギービジョンの策定に取り組んでい
きます。

生活環境 環境

△

・未定です。 ・予算の確保と職員の知識の向上
が必要です。

12-2-2-2 ◇学校での「クールアース・デー」への参加等を
通じ、子どもたちの環境に対する意識を啓発し
ていきます。

学校教育 指導

◎

・朝礼や学年集会、学級活動等にお
いて「クールアース・デー」の目的や環
境問題との関連について説明し、各
家庭において実施するように指導しま
した。

・次年度についても同様に実施しま
す。

12-2-2-3 ◇広報みずほやホームページ等により、適正な
室温の設定や使わない部屋の照明オフ等、省
エネルギー行動を啓発していきます。

生活環境 環境

◎

･広報みずほ平成２１年１２月号に「家
庭でできる温暖化対策の取り組み」記
事にて広報しました。

・継続して啓発していきます。

12-2-2-4 ◇環境配慮指針の取組を周知し、ライフスタイ
ルと生活意識の転換により、環境に配慮した機
器の積極的な利用や、エネルギー消費量の減
少に努めるよう啓発していきます。

生活環境 環境

◎

･広報みずほ平成２１年１２月号に「家
庭でできる温暖化対策の取り組み」記
事にて広報しました。

・機器導入に対する助成金制度を実
施予定です。
・継続して啓発していきます。

12-2-2-5 ◇広報みずほやホームページ等により、自家用
車の使用をできるだけ減らし、公共交通機関を
利用するよう啓発していきます。

生活環境 環境

◎

・「始めよう環境にやさしい交通行動」
ポスターを、コミュニティセンターなど
４ヶ所に掲示しました。
･広報みずほ平成２１年１２月号に「家
庭でできる温暖化対策の取り組み」記
事にて広報しました。

・今後も継続して啓発していきます。

12-2-2-6 ◇屋上緑化や壁面緑化の実施が夏季の省エネ
ルギー対策として効果的なことを、広報みずほ
やホームページ等により町民・事業者へ周知し
ていきます。

生活環境 環境

△

・情報を集めて啓発していきます。

55 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■新エネルギーの利用に取り組んでいきます － －

●公共施設における取組の推進 － －

12-3-1-1 ◇新エネルギービジョンの策定に取り組んでい
きます。

生活環境 環境

△

・未定です。 ・予算の確保と職員の知識の向上
が必要です。

生活環境 環境

◎

・職員には環境基本計画の取り組み
として周知済みです。
・平成2１年度は、みずほリサイクルプ
ラザに導入しました（５ｋｗ）。
・元狭山コミュニテｲセンター（H18年
度、４ｋｗ）、ふれあいセンター（Ｈ２１
年度、３０３ｋｗ）、長岡コミュニティセン
ター（Ｈ２３年度、１７．５ｋｗ）には設置
済みです。

・公共施設の建設計画がある際に
は導入の促進を求めます。

管財 管財

○

・公共施設を建設する場合は、環境に
配慮した設計とし自然エネルギー等
の導入をすすめています。

・継続して新エネルギーや環境に配
慮した省エネ製品等の導入も研究
する必要があります。

・既存施設への取り組みや導入は、
施設の老朽化が進んでいることから
設備的にも困難であり財政的にも予
算措置が難しいです。

12-3-1-3 ◇みずほリサイクルプラザやみずほエコパーク
で、太陽光等を利用したモデル事業に取り組
み、新エネルギー利用を啓発していきます。

生活環境 清掃管理（リサ
イクルプラザ）

◎

・太陽光採光システムを導入し、ﾌﾟﾗｻﾞ
玄関内にモデル的な装置を展示して
来場者に対しＰＲが出来るよう設置し
ました。
・平成２２年３月に太陽光発電システ
ムを導入しました。

・さらに新エネルギー利用について
の啓発を図って行きます。

・いずれも太陽光を取り入れていな
いと稼動しないため、そういった場
合での啓発方法の検討が必要で
す。

●町民・事業者への普及・啓発 － －

12-3-2-1 ◇都と連携し、家庭や事業所での太陽光発電導
入への助成に取り組んでいきます。

生活環境 環境

△

・住宅用の太陽光発電システムにつ
いては、都や近隣状況を調べ導入を
すすめています。

・平成22年度に助成制度の制定を
目指します。

・財政難による予算の確保、助成対
象の範囲をどこまでにするかが課題
です。

12-3-2-2 ◇広報みずほやホームページ等により、家庭や
事業所での新エネルギーの利用や効率的なエ
ネルギー供給システムの利用を普及啓発してい
きます。

生活環境 環境

△

12-3-1-2 ◇公共施設の建設にあたっては、太陽光等の
新エネルギーの導入に取り組んでいきます。

56 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

13．地球環境問題へ取り組むために － －

■フロン等の適正処理及び使用抑制を進めていきます － －

●フロンの適正処理の推進 － －

13-1-1-1 ◇特定フロン及び代替フロン等は、回収した後、
適正に処理していきます。

生活環境 清掃管理（リサ
イクルプラザ）

◎

・粗大ごみとして、プラザに搬入された
フロンガスを使用している製品から適
正な方法でフロンの抽出を行った後に
通常の処理を行っています。

・量的にはそれほど多くありません
が、今後も搬入は見込まれるので、
引き続き、適正な処理を行って行き
ます。

●フロンの使用抑制の推進 － －

13-1-2-1 ◇都と連携し、冷媒用に使用されているHFC、
HCF等の代替フロンの使用抑制に関する情報
を提供していきます。

生活環境 環境

△

・情報量が少ないため、情報収集に
努め、精査して広報していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・フロンを使用しているエアコン、冷蔵
庫等適正にリサイクルするように指導
しています。
・不燃ごみ、粗大ごみ由来のフロン
は、委託業者により適正に処分してい
ます。

・今後も引き続き情報提供を行って
いきます。

生活環境 清掃管理（リサ
イクルプラザ）

△

・適正管理のもと回収を行っている
が、情報提供までは行っていません。

・必要ならば情報提供を行うことは
可能と思われます。

■地球環境問題に関する情報を提供していきます － －

●町民・事業者への普及・啓発 － －

13-2-1-1 ◇都と連携し、広報みずほやホームページ等に
より、地球環境問題に関する情報を提供してい
きます。

生活環境 環境

◎

・平成２１年５月に、瑞穂町環境基本
計画概要版を全戸配布しました。
・広報みずほ平成２１年１２月号に「家
庭でできる温暖化対策の取り組み」記
事にて広報しました。

・関連する情報を精査して広報しま
す。

13-1-2-2 ◇フロンガス等のオゾン層破壊物質の適正管
理、回収等に関する情報を提供していきます。

57 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

14．ごみを減らすために － －

■家庭から出るごみを減らします － －

●ごみの発生･排出抑制の推進 － －

14-1-1-1 ◇ノー（NO）レジ袋・マイバッグ運動を推進し、ご
みの減量に対する町民の意識を啓発していきま
す。

生活環境 清掃管理

◎

・啓発、促進ロゴマークを募集し、最優
秀賞作品を街灯フラッグに掲出しまし
た。
・ごみ減量、啓発説明会を開催しまし
た。
・協定参加店を随時募集しています。
・イベント等でキャンペーンを推進して
います。

・今後もキャンペーンを推進します。 ・住民の目に見える成果を提示でき
ないか検討しています。

14-1-1-2 ◇フリーマーケットによるリユースの取組を定着
させていきます。

生活環境 清掃管理（リサ
イクルプラザ）

◎

・「みずほエコパークフリーマーケット」
として年間を通じてフリーマーケットを
実施し、リユースの取組みとして定着
を図っています。

・今後も継続して実施し、ごみの排
出抑制やリユースといった取組みの
定着を図っていきます。

・出店者希望者は回を追うごとに増
加してきています。来場者を増やす
ことが課題ですが、それに合わせて
駐車場の確保といったことが課題と
してあります。

14-1-1-3 ◇広報みずほやホームページ等により、不用品
交換を継続していきます。

産業振興 商工

◎

・毎月広報に不用品交換(ゆずります・
ゆずってください）を記載し、実施して
いきます。

・引き続き家庭から出るごみを減ら
していきます。

14-1-1-4 ◇資源物集団回収の助成を継続して行っていく
とともに、新聞紙や雑誌、空き缶、空き瓶等は資
源物として排出するよう啓発していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・資源物回収団体奨励金事業に取り
組んでいます。
・古紙等の資源物を分別して排出する
よう啓発しています。

・今後も引き続き継続していきます。 ・資源物の回収量が減少していま
す。

14-1-1-5 ◇広報みずほやホームページ等により、生ごみ
等は、ごみとして出す前に水切りを徹底するよ
う、啓発していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・広報みずほ平成21年6月号に生ご
みの水切り徹底についての記事を掲
載しました。

・水切りを徹底することによりごみを
減量することができ、嫌気性微生物
の活動を抑えられることから悪臭を
防ぐこともできるため、今後も啓発を
続けていきます。

14-1-1-6 ◇みずほリサイクルプラザ見学等の機会を通
じ、ごみの発生・排出を抑制するための取組を
啓発していきます。

生活環境 清掃管理（リサ
イクルプラザ）

◎

・施設見学を通じて、実際の処理作業
を見てもらうことによって、ごみの発
生・排出の抑制には、いかに分別の
徹底が重要なことを訴えています。

・継続して取り組んでいきます。 ・見学者は、まだ限られた団体等な
ので、実際に見ていただくことが重
要なので、見学者の増が課題といえ
ます。

14-1-1-7 ◇広報みずほやホームページ等を通じ、ごみの
減量やリサイクルを啓発していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・広報には毎月ごみの減量に関わる
記事を掲載依頼しています。
・ホームページはコンテンツを増やし、
ごみやリサイクルについての情報を提
供しています。

・今後も広報やホームページの充実
を図っていきます。

14-1-1-8 ◇広報みずほやホームページ等により、町民・
事業者に対してエコマーク商品やグリーンマー
ク商品等、環境負荷の少ない商品やサービスに
ついての情報を提供し、再生品等の利用を推進
していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・ホームページにリサイクルについて
掲載し、リサイクルによって出来た再
生品の紹介をしています。

・業者によってリサイクル手法が異
なるため、毎年情報を更新していき
ます。

58 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●ごみ分別の推進 － －

14-1-2-1 ◇ごみの分別事典やごみ・資源物収集カレン
ダーの作成、配布、町のホームページへの掲載
等により、分別の徹底を指導していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・ごみ・資源物収集カレンダーを作製
し、配布しています。
・ごみの分別事典は平成19年4月改
訂版を使用しています。
・上記2点とも、町のホームページから
ダウンロードできます。

・毎年ごみ・資源物収集カレンダーを
作製し、適正に配布します。
・分別事典は今後分別変更があれ
ば随時改訂していきます。

14-1-2-2 ◇町への転入者に対しては、ごみの分別事典
やごみ・資源物収集カレンダーの配布等により、
分別の徹底を指導していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・町へ転入手続をした方に対して、ご
み・資源物収集カレンダーと分別事典
を配布するとともに、排出方法や分別
について指導しています。

・自治体によってごみの分別や排出
方法が異なるため、今後も引き続き
指導していきます。

・転入手続をとらない転入者に対し
て指導する機会がありません。

14-1-2-3 ◇出前講座の実施により、町民を対象としてご
みの減量・リサイクルに関する学習会を開催し、
ごみの減量・リサイクルを指導していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・出前講座の要請はありませんでした
が、ノー（NO)レジ袋・マイバッグキャ
ンペーンの一環としてごみ減量、啓発
説明会を町内10会場で開催しました。

・今後も要請に応じて説明会を開催
します。

14-1-2-4 ◇集合住宅については、専用収集所における排
出者責任の徹底を、集合住宅の管理会社へ指
導していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・マナーの悪い収集所を調査しまし
た。
・清潔保持がされていない収集所の
管理者に対して指導しています。

・引き続き収集所の管理について指
導します。

・排出や分別指導が行き届いていな
い住民が多くいる集合住宅はマナー
が悪くなりがちです。

14-1-2-5 ◇国や都の事業に協力し、ごみ減量の啓発の
ための標語やポスターの公募等を行っていきま
す。

生活環境 清掃管理

◎

・広報みずほ8月号でごみの散乱防止
と３Rを進めるためのポスター・標語コ
ンテスト作品募集記事を掲載しまし
た。

・毎年このコンテストが行われている
ため、今後も継続して掲載依頼して
いきます。

59 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■事業者が排出するごみを減らします － －

●事業系ごみの発生・排出抑制の推進 － －

14-2-1-1 ◇大規模事業者に対しては、ごみ減量化計画
の作成、提出を求め、ごみを減らすための取組
や分別状況を立ち入り調査し、指導していきま
す。

生活環境 清掃管理

◎

・ジョイフル本田よりごみ減量化計画
書を提出させました。

・町内大規模事業所を把握し、ごみ
減量化計画書を提出させます。

14-2-1-2 ◇80リットル（12kg）以内の基準により、家庭ご
みとして排出される小規模事業系ごみを明確に
区分していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・事業所から排出されるごみは基準以
上は収集しません。
（基準を超すものは町収集運搬業許
可業者で収集する）

・今後も基準を堅持し、ごみ減量と
発生抑制に努めます。

14-2-1-3 ◇事業者に対するアンケート調査やごみの抜き
打ち検査の実施等により、ごみの分別の徹底を
指導していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・事業者に対してアンケート調査を行
いました。
・年に４回、西多摩衛生組合で可燃性
事業系一般廃棄物の抜打ち検査を実
施しています。

今後も抜打ち検査を実施し、分別徹
底を指導します。

・コンビニエンスストア、ガソリンスタ
ンド等の不特定多数の者が利用で
きる施設のごみの分別精度がなか
なか上がりません。

●事業者の協力によるごみ減量の推進 － －

14-2-2-1 ◇小売店やスーパー等に、ノー（NO）レジ袋・マ
イバッグ運動への協力を求めていくとともに、過
剰包装の抑制や包装の適正化を指導していき
ます。

生活環境 清掃管理

◎

・レジ袋の削減およびマイバッグ持参
促進に関する協定を締結しました。
（H22.3現在、１４件）

・引き続き協定締結（参加）店と協力
してレジ袋の削減を進めるとともに、
新規参加店を募ります。

・レジ袋の削減に止まらず、ごみの
排出抑制に向けた啓発が必要で
す。

14-2-2-2 ◇ノー（NO）レジ袋・マイバッグ運動に関し、協
力店と協働し、町民に対して情報を提供していき
ます。

生活環境 清掃管理

◎

・町内14事業者とレジ袋の削減及び
マイバッグ持参促進に関する協定を
結んでいます。

・今後も協定参加店を増やしていき
ます。

60 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■町全体のごみを減らします － －

●一般廃棄物処理基本計画の見直し － －

14-3-1-1 ◇町民・事業者・町の役割分担を明確化し、み
んなでさらなるごみの減量・リサイクルに取り組
んでいくため、一般廃棄物処理基本計画の見直
しを行っていきます。

生活環境 清掃管理

△

・平成22年度～23年度に改訂でき
るよう、準備を進めています。

●公共施設におけるごみの減量 － －

14-3-2-1 ◇（仮称）地球温暖化防止実行計画の策定・推
進を通じ、町の事務・事業の実施に伴って排出
されるごみの減量に取り組んでいきます。

生活環境 環境

△

・現時点では策定時期が未定です
が、町の事務・事業に伴うごみの減
量については、職員周知していきま
す。

14-3-2-2 ◇町は、イベント時等、使い捨て品の使用を自
粛し、ごみの発生・排出量の削減に取り組んで
いきます。

生活環境 清掃管理

△

14-3-2-3 ◇町は、エコマーク商品やグリーンマーク商品
等、環境負荷の少ない商品やサービス、再生品
等を率先して利用していきます。

管財 管財

○

・庁舎内ゴミの減量のため分別化を行
い、また、資源としての再利用を目的
に用紙等の回収を月1回指定日をもう
け実施しています。

・ゴミの分別化や回収紙の資源化も
職員に定着してきていることから継
続して指導していきます。

●近隣自治体等との連携 － －

14-3-3-1 ◇廃棄物に係る法制度の改善に向けて、東京
都市町村清掃協議会を通じて国や都へ働きか
けていきます。

生活環境
清掃管理

◎

・毎年度、市町村清掃協議会や三多
摩清掃施設協議会を通じ、国や都へ
要望しています。

・今後も引き続き要望を出していき
ます。

14-3-3-2 ◇一部事務組合を通じ、近隣自治体とごみ問題
に関する意見交換を行っていきます。

生活環境
清掃管理

◎

・平成21年度より西多摩衛生組合構
成市町の担当職員による会議を行っ
ています。

・ごみ減量や効率的な処理について
引き続き意見交換を行います。

61 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■不法投棄・不適正排出を防止していきます － －

●不法投棄防止対策の推進 － －

建設 管理

△

・生活環境課と協議しながら進めて
いきます。

・道路上の不法投棄は、年１、２件で
あり、捨てられるいる場所も不特定
な場所であり看板設置も難しいで
す。

生活環境 環境

◎

・不法投棄などの相談者に看板を提
供しました。(平成20年度は、11件申
請があり14枚配布、平成２１年度は１
７件の申請があり１７枚配布しまし
た。）
・住宅等に対応できる小型サイズのポ
イ捨て防止看板を、新しく製作しまし
た。

・環境パトロールの監視活動を継続
していきます。
・今後も相談者への対応として、必
要な看板を用意していきます。

14-4-1-2 ◇不法投棄廃棄物は、警察と連携し、投棄者へ
の警告を行い、不法投棄の防止に努めていきま
す。

生活環境 環境

◎

・町道等公共施設に投棄されたもの
は、「調査中」の用紙を貼り、警告と調
査後、早急に対応しています。
・民地については、土地の所有者に、
悪質な不法投棄は警察への連絡を促
しました。

・今後も継続して対応していきます。

14-4-1-3 ◇不法投棄が多発する地帯には、環境パトロー
ル等による巡回監視を行い、都と連携し、不法
投棄の防止に努めていきます。

生活環境 環境

◎

・環境監員による巡回と指導をしてい
ます。
・平成21年度7月より、地域振興課防
犯パトロールの協力により夜間の巡
回を行っています。

・今後も継続して対応していきます。

14-4-1-4 ◇不法投棄を防止するため、土地所有者に対し
ても、適切な管理を行うよう要請していきます。

生活環境 環境

◎

・相談者に対して、不法投棄防止看板
提供の他に、雑草等の除去や柵など
の防止策のアドバイスを行いました。

・環境パトロールと合わせ、継続して
対応していきます。

14-4-1-1 ◇不法投棄禁止看板の設置や土地所有者への
配布等により、廃棄物等の不法投棄防止対策を
推進していきます。

62 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●不適正排出防止対策の推進 － －

14-4-2-1 ◇ごみのポイ捨てや不適正な排出による散乱を
防止するため、環境パトロールによる巡回監視
を継続していきます。

生活環境 環境

◎

・ごみのポイ捨てや不適正な排出によ
る散乱を防止するため、環境パトロー
ルによる巡回監視しています。
・道路上のポイ捨てごみは回収し、美
化に努めています。

・今後も巡回監視を継続していきま
す。

・公共の場でのマナーの向上等も啓
発していきたい。

14-4-2-2 ◇ごみのポイ捨てや不適正な排出を防止するた
め、環境パトロールによる巡回監視を行うととも
に、土地所有者に対し、空き地の適正管理を指
導していきます。

生活環境 環境

◎

・道路上などのごみは回収し、更なる
ごみを防ぎ美化に努めています。
・ポイ捨てごみの多い地域を把握して
巡回監視をしています。
・道路上の電化製品やタイヤなどの大
きいものは不法投棄調査中の張り紙
をして調査・監視をしています。
・.空き地については、農政係と連携し
て土地所有者へ指導していきます。

・不法投棄防止と美化については、
巡回監視と指導を継続します。
・空き地に関しては、土地所有者に
対し、空き地の適正管理を指導して
いきます。

14-4-2-3 ◇事業者のごみの管理が不適切で、風等で飛
散している場合は、事業者に対してその改善を
指導していきます。

生活環境 環境

△

・発見次第対応していきます。

14-4-2-4 ◇ゲームセンターで遊んだ後の路上等へのた
ばこや空き缶等のポイ捨てや、コンビニエンスス
トアで購入した食べ物の袋や空き缶等のポイ捨
てに対しては、ポイ捨てをしている人へ注意を促
していくとともに、それらの経営者に対してもポイ
捨て防止に取り組むよう指導していきます。

生活環境 環境

◎

・広報みずほ平成22年1月号に「やめ
ようごみのポイ捨て」の記事を掲載し
ました。

・今後も継続して取り組みます。

63 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●普及啓発活動の推進 － －

14-4-3-1 ◇全町一斉清掃を継続し、ポイ捨てごみの収集
を行うことで、ポイ捨てを行わない意識を啓発し
ていきます。

生活環境 環境

◎

・第２７回全町一斉清掃は、平成２１年
６月７日に実施しました。
・参加人員：6,151人、ごみ回収量
3,810ｋｇでした。

・来年度以降も継続実施予定です。

14-4-3-2 ◇ごみの持ち帰りを定着させるため、公園等の
公共の場所にごみ箱を置かないとともに、その
趣旨を明らかにしていきます。

建設 みどりと公園

△

・公園等にはゴミ箱の設置行っていま
せん。

・生活ゴミや犬の糞が多く見受けら
れます。

14-4-3-3 ◇広報みずほやホームページ等により、外出先
で出たごみを持ち帰る意識を啓発していきま
す。

生活環境 清掃管理

△

14-4-3-4 ◇広報みずほやホームページ等により、町民・
事業者に対し、空き缶やたばこのポイ捨てを行
わないよう継続して呼びかけ、意識を啓発して
いきます。

生活環境 環境

◎

・広報みずほ平成22年1月号に「やめ
ようごみのポイ捨て」の記事を掲載し
ました。
・ごみのポイ捨て防止看板を作り希望
者に提供しています。

･来年度以降も継続実施予定です。

14-4-3-5 ◇広報みずほやホームページ等により、不法投
棄や不適正排出の防止意識を啓発していきま
す。

生活環境 環境

△

14-4-3-6 ◇みずほリサイクルプラザへの校外学習の受入
等を通じ、小学校低学年からポイ捨ての環境へ
の影響を啓発していきます。

生活環境 清掃管理(リサ
イクルプラザ）

◎

・施設の見学、説明時には環境への
影響といったことにも触れながら話を
し、環境を守るためにごみの減量やリ
サイクルの推進が大切といったことを
啓発しています。

・重要な問題と捉え、引き続き啓発
に努めていきます。

14-4-3-7 ◇ポイ捨てが環境に与える影響等を、学校教育
用の資料として作成することに取り組んでいきま
す。

生活環境 環境

△

・教育委員会・学校との連携が必要
です。

64 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■ごみの適正処理に関する情報を提供していきます － －

●町のごみ処理に関する情報の提供 － －

14-5-1-1 ◇みずほリサイクルプラザにおけるごみ処理の
方法を、施設見学や職場体験等の機会や、フ
リーマーケット等を通じ、児童・生徒・町民へ周
知していきます。

生活環境 清掃管理(リサ
イク
ルプラザ）

◎

・施設見学では、ビデオ上映及び施設
の概要説明、施設内外の案内しなが
ら、ごみの減量や分別の徹底の周知
を行います。
・職場体験では、実際に手選別作業
の体験を通じて、分別の徹底を体感し
てもらいました。また、フリーマーケット
を通じて再使用によるごみの減量を
図れる場となるように定期的に開催し
ています。

・いずれも重要な取組みと位置付
け、継続していくことべきと考えてい
ます。
・フリーマーケットについては、開催
数と駐車スペースの増加を図るた
め、開催日を変更して実施する予定
です。(22年度）

・施設見学は、小学4年生の社会科
見学として来館していますが、毎年2
校程度で全校ではないため、全生
徒が1度は見学に来れるようになっ
てほしいです。また、職場体験者や
一般見学者からも是非一度は来て、
現状を見てもらうべきといった感想
が多いので、周知方法の工夫によ
る見学者の増を図ることが課題でで
す。また、フリーマーケットは、かなり
定着し、出店数は多くなっているが、
来場者の人数を増やすことが課題
であり、周知方法の工夫が必要とい
えます。

14-5-1-2 ◇可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ等の収集・処
理・リサイクルにかかる費用を町民・事業者へ報
告し、ごみ処理費用に対する意識を啓発してい
きます。

生活環境 清掃管理

◎

・平成19年度より広報みずほとホーム
ページにごみ会計を掲載しています。

・今後も毎年度のごみ会計をお知ら
せします。

●町が処理できないごみに関する情報の提供 － －

14-5-2-1 ◇電池や蛍光灯等、家庭や事業所から排出さ
れる有害ごみの分別の徹底を指導していきま
す。

生活環境 清掃管理

◎

・収集区分に有害ごみを設け、分別収
集しています。

・引き続き有害ごみの分別徹底を啓
発します。

14-5-2-2 ◇バッテリーや石油類等、町では適正に処理で
きないものは、専門業者による適正処理を促進
していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・ごみ・資源物収集カレンダーや分別
事典で処理できないものをお知らせ
し、専門業者による適正処理を促して
います。

・引き続き周知していきます。

14-5-2-3 ◇家電リサイクル法や自動車リサイクル法、建
設リサイクル法、PCリサイクル法等に基づき、町
が処理しないものは、ごみ・資源物収集カレン
ダー及び広報みずほやホームページ等により周
知していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・家電４品目、パソコンについては具
体的な処分方法をごみ・資源物収集
カレンダーで紹介するほか、各種リサ
イクル法に則った処理方法について
問合せがあれば紹介しています。

・引き続き適正処理を促していきま
す。

65 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

15．資源を再利用するために

■ごみの分別を徹底していきます － －

●公共施設での分別の徹底 － －

15-1-1-1 ◇（仮称）地球温暖化防止実行計画の策定・推
進を通じ、町の事務・事業の実施に伴って排出
されるごみの分別に取り組んでいきます。

生活環境 環境

△

・現時点では策定時期が未定です
が、町の事務・事業に伴うごみの分
別については、職員周知していきま
す。

・計画策定時期が未定です。

●分別協力率の向上 － －

15-1-2-1 ◇広報みずほやホームページ等による周知や
ごみ・資源物収集カレンダーの配布等により、分
別徹底の意識を啓発していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・毎年度末に翌年度のごみ・資源物収
集カレンダーを作成し、配布していま
す。

・今後もわかりやすいごみ・資源物
収集カレンダーを作成します。

15-1-2-2 ◇ごみの分別区分が変更になった場合等は、ご
みの分別事典を改訂し、ごみの分別を徹底する
よう啓発していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・平成19年4月の分別変更に伴い分
別事典を改訂しました。

・今後も分別変更があれば改訂版を
作成します。

15-1-2-3 ◇町内会・自治会への未加入者に対しても一律
に、家庭ごみの減量・資源化、再生品利用の意
識を啓発していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・ごみの収集は町内会、自治会単位
ではないため、全住民に一律で啓発
しています。

・全住民に対して一律に、啓発して
いきます。

66 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■資源の再利用を進めていきます － －

●町民・事業者を交えた再利用の推進 － －

15-2-1-1 ◇資源物のリサイクルを推進するため、資源物
集団回収の助成を継続していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・子ども会、町内会等の営利を目的と
しない団体を対象に、資源物回収団
体奨励金を交付しています。

・引き続き事業継続します。

15-2-1-2 ◇町が収集した粗大ごみのうち、使用可能なも
のはみずほリサイクルプラザで展示し、販売して
いきます。

生活環境 清掃管理(リサ
イクルプラザ）

◎

・粗大ごみと出された家具類を中心に
再使用可能なものを展示して希望者
に販売しています。
・販売方法は毎月始めに展示し15日
まで申し込みを受け、16日に抽選によ
り売払い者を決定します。
・このほか、産業まつり会場での販売
も行っています。

・引き続き、ごみの減量にも貢献す
るので継続して実施していきます。

・展示スペースの問題があります。

15-2-1-3 ◇みずほリサイクルプラザのリサイクル品展示
やフリーマーケット等を通じ、リサイクル運動を
推進していきます。

生活環境 清掃管理(リサ
イクルプラザ）

◎

・リサイクルプラザでのリサイクル品の
展示販売やエコパークでのフリーマー
ケットの開催を通じて、再利用の推進
の啓発を行っています。

・これ以外の施設見学時やその他
の機会等も利用して啓発していきま
す。

15-2-1-4 ◇リターナブルびんは、ごみや資源として行政
回収に排出せず、販売店によるリユースの取組
を利用するよう意識を啓発していきます。

生活環境 清掃管理

△

・行政回収に排出されたリターナブル
びんは、生びんとしてリユースしてい
ます。

・リターナブルびんの商品を購入す
るよう啓発するときに、併せて回収
についても啓発していきます。

15-2-1-5 ◇広報みずほやホームページ等を通じ、ごみの
減量やリサイクルを啓発していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・廃棄物減量等推進審議会には事業
者の代表、住民からの公募枠による
委員がいます。
・ノー（NO)レジ袋・マイバッグキャン
ペーンを媒体として、町民や事業者が
参加できる取り組みを推進していま
す。

・継続して町民と事業者が交流でき
る場を設けます。

15-2-1-6 ◇出前講座等により減量・リサイクルに関する
学習会を実施し、資源物の再利用を促進してい
きます。

生活環境 清掃管理

◎

・出前講座の要請はありませんでした
が、ノー（NO)レジ袋・マイバッグキャ
ンペーンの一環としてごみ減量、啓発
説明会を町内10会場で開催しました。

・今後も要請に応じて説明会を開催
します。

67 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●町による再利用の推進 － －

建設 みどりと公園

◎

・平成２０年度は、みどりの公園にチッ
プを敷き、平成２１年度は、池廻りの
公園に敷きました。
・落葉の堆肥化を六道山公園・狭山池
公園・松原中央公園で実施しました。
・平成２１年度狭山池公園の落葉を一
般の人に無料で配布しました。

・継続して行います。 ・チップは敷く場所が限られます。
（落葉の場所は清掃が困難）

建設 管理

△

・みずほエコパーク内での堆肥化は
実施されていません。

生活環境 清掃管理(リサ
イクルプラザ）

◎

・町内の公園等から発生した剪定枝を
プラザで受入れ、チップ化したものを
エコパークや他の公共施設等で再利
用しています。

・継続して取り組んで行きます。 ・一時期に大量の剪定枝の搬入が
あると、通常作業と並行しての作業
のため、効率が鈍り保管場所の確
保といったことが課題です。

15-2-2-2 ◇町民が生ごみ処理機により生産した堆肥につ
いては、みずほリサイクルプラザで受け入れて
いきます。

生活環境 清掃管理係（リ
サイクルプラ
ザ）

◎

・生ごみ処理機による堆肥の受入とし
て、エコパークに開園中受け入れ場
所を設置しています。

・広報等でのＰＲ不足か、自己で利
用している方もいます。量的には少
ないですが、受入については継続
し、エコパーク等で有効利用してい
きます。

・現在、生ごみ処理機を購入の際に
は一部町補助が出ていますが、補
助が廃止となると利用者の増加を望
めるか、ごみの減量化を訴えるなか
でのＰＲの仕方が課題です。

15-2-2-3 ◇みずほリサイクルプラザの機能を充実し、町
が処理するごみの再資源化の促進に取り組ん
でいきます。

生活環境 リサイクルプラ
ザ

◎

・容器包装プラスチック圧縮梱包設備
の増設や剪定枝のチップ化設備の導
入により、プラザの機能もより充実し
てきた中で、一方では硬質プラスチッ
クや布団のリサイクルといった取組み
を、町と委託業者とで検討を重ね実現
できました。

・継続してリサイクルの推進に町及
び運転業務委託業者と共に取り組
んでいきます。

15-2-2-4 ◇図書館で、古くなった図書や雑誌を町民へ無
料配布することで、資料としての活用を図ってい
きます。

図書館 図書館

◎

・年１回、瑞穂町図書館資料廃棄基準
に基づき、廃棄となった本、雑誌の無
料頒布を実施しています。
・公共施設、学校、町民等へ無料頒布
することにより資料の再利用化を図り
ます。

・継続実施します。

15-2-2-5 ◇硬質プラスチックの資源化を進めてきたよう
に、今後も、ごみの分別種類の見直しによるリ
サイクル率の向上に取り組んでいきます。

生活環境 清掃管理

△

・資源化品目の増加について検討し
ていきます。

15-2-2-6 ◇東京たま広域資源循環組合が実施している
エコセメント事業を推進していきます。

生活環境 清掃管理

◎

・発生した焼却灰は全量エコセメント
化施設へ搬入しています。

・焼却灰をエコセメント化施設へ搬
入するとともに、エコセメント製品の
紹介をしていきます。

15-2-2-1 ◇公共施設や公園で発生する剪定枝や草木、
落ち葉は、みずほエコパーク内での堆肥化や粉
砕機によるチップ化により、資源として利用して
いきます。

68 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■環境に配慮した製品の利用を進めていきます － －

●公共施設における取組の推進 － －

15-3-1-1 ◇（仮称）地球温暖化防止実行計画の策定・推
進を通じ、町は一事業者としてエコマーク商品や
グリーンマーク商品等の利用に取り組んでいき
ます。

生活環境 環境

△

・現時点では策定時期が未定です
が、町は一事業者として利用を推進
していきます。

・計画策定時期が未定です。

●環境に配慮した製品の利用の推進 － －

15-3-2-1 ◇広報みずほやホームページ等により、町民・
事業者に対し、環境に配慮した製品に関する情
報を提供していきます。

生活環境 環境

△

生活環境 環境

△

・未定ですが、商工係と調整してい
きます。

産業振興 商工

△

･瑞穂町商工会と連携を図り、商店
等に対し、環境負荷の少ない商品
の販売を啓発していきます。

･環境に配慮した製品の利用の推進
は、商店主の理解と意識改革が必
要です。

15-3-2-2 ◇商店等に対し、環境負荷の少ない商品の販
売を啓発していきます。

69 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

16．みんなで学び、協力していくために － －

■環境教育、環境学習を進めていきます － －

●学校、職場等での環境教育の推進 － －

16-1-1-1 ◇学校給食組合等との連携により、学校給食の
食材に地元農産物を使う等、安全な「食」生活に
関する学習会の開催に取り組んでいきます。

産業振興 農政

◎

・学校給食組合へ野菜（キャベツ、コ
マツナ等）を供給しています。

・今後も、野菜農家と学校給食組合
との契約栽培を継続していきます。

・学習会の開催については、教育委
員会と生活環境課が中心となり実
施していただきたいと思われます。

16-1-1-2 ◇農家の指導のもと、農業体験を行い、農業の
大切さや楽しさを周知していきます。

産業振興 農政

◎

・地主の協力により農業体験農園を１
箇所開設し、毎年、利用者は農家の
親切丁寧な指導により、農業の大切さ
や楽しさを感じ大変喜ばれています。

・現在の農業体験農園を継続してい
くよう働きかけるとともに、新たな農
業体験農園を開設できるよう努力し
ていきたい。

・地主の理解と協力を得るのが大変
です。
・学校、職場等での環境教育を推進
するのであれば、教育委員会と生活
環境課が中心となり実施していただ
きたいと思われます。

16-1-1-3 ◇都の田んぼを借用した稲作を通じ、自然環境
への関心・意欲を高めていきます。

学校教育 指導

◎

・小学校における稲作体験を通した、
環境教育を実施しました。
・稲を育てる過程を通して、天候、気
温、害虫、雑草等、稲を取り巻く環境
が、地球環境と関係していることを指
導しました。
・収穫時においては、環境と実りの関
係等についての指導を実施し、地球
環境と生物の生息との関係について
指導しました。

・今後も、これらの体験活動を通し
て、地球環境の保全の重要性につ
いての理解を深め、日常生活にお
ける実践力の向上を図ります。

・小学校全校での実施ができるよう
に工夫していきます。

16-1-1-4 ◇社会科や特別活動等を活用したみずほリサイ
クルプラザでの見学や体験を通じ、物を大切に
する気持ちや実践力を育成していきます。

学校教育 指導

◎

・教科指導を通して、環境問題につい
ての知識・理解を深めました。
・アクション７や二酸化炭素の減少等
に取り組む活動を通して、実生活と環
境問題との関係性について理解を深
めした。
・２校が、小学校４年生の社会科にお
いて、リサイクルプラザに見学を行い
ました。

・今後も、教科指導を通した環境問
題についての知識・理解、アクション
７や二酸化炭素の減少等に取り組
みます。
・小学校４年生の社会科においてリ
サイクルプラザに見学を実施しま
す。

・町のリサイクルプラザを小学校全
校が見学できるようにします。

16-1-1-5 ◇教職員への環境教育に関する情報を提供し
ていきます。

学校教育 指導

◎

・東京都教育委員会や町の環境課等
からの情報等を各学校に周知すると
とも、取り組み等の依頼を通して、教
職員への理解と協力、そして、環境問
題への意識を高めました。

・今後も、東京都教育委員会や町の
環境課等からの情報等を各学校に
周知するととも、取り組み等の依頼
を通して、教職員への理解と協力、
そして、環境問題への意識を高めま
す。

70 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●地域での環境学習の推進 － －

16-1-2-1 ◇町のイベントで、環境に関するブースを開設
する等、町民の環境学習機会を増やすことに取
り組んでいきます。

生活環境 環境

△

16-1-2-2 ◇町内の自然に関する標本の常設展示や、自
然をテーマにした企画展や講演会、体験会を開
催し、町民の自然環境学習の機会を提供してい
きます。

社会教育 郷土資料館

◎

・町内に生息する昆虫の標本の常設
展示しています。
・町内動植物生態調査「残堀川の動
植物調査報告」の結果を踏まえ、調査
報告終了後、現地で野外自然観察会
を実施しました。
・出前資料館「動植物生態調査平成２
０年度瑞穂町ツバメ営巣調査報告」展
を実施しました。
・「瑞穂町内で交通事故死した動物た
ち」展　（共通企画展１０月）、「動植物
生態調査平成２１年度「残堀川の動植
物調査報告」展を３月に実施しまし
た。
・野外自然観察会：動植物生態調査
平成２１年度「残堀川の動植物観察
会」を３月実施しました。

・継続して動植物生態調査の事業を
実施し、多種目生物の生息状況に
ついての実態の把握に努め、住民
参加や瑞穂自然科学同好会とも連
携をとって自然観察会の実施を図り
ます。

16-1-2-3 ◇瑞穂町の外の地域の自然や文化等に直接触
れ、体験できる学習機会を充実していきます。

社会教育 社会教育

◎

・みずほ青少年小笠原探検隊
小笠原村で、自然体験・環境学習等
等体験活動の実施しました。
　実施日毎年７月  ・参加者数：20名
・ジュニアリーダー宿泊研修
町内各地区との交流、自然体験、ス
ポーツ体験を通して、協調性や社会
性を培います。
　場所：神奈川県　みの石滝キャンプ
場
　参加者数：町内の小学校6年生
　内容：カヌー体験等

・みずほ青少年小笠原探検隊につ
ては補助金等がなくなった場合他の
事業を検討します。
・ジュニアリーダー宿泊研修は場所
等検討しながら継続して実施しま
す。

16-1-2-4 ◇環境学習の一環として、現在の町民農園、体
験農園を維持していくとともに、体験型の観光農
園の開設も推進していきます。

産業振興 農政

△

・教育委員会や生活環境課と連携を
図り検討していきます。

・観光農園として開設できるかが課
題と思われます。

71 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■環境に関する様々な情報を提供していきます － －

●環境情報の収集の推進 － －

16-2-1-1 ◇自然観察会等の環境学習機会や環境に関す
るイベント時のアンケート調査等により、環境に
関する情報を広く収集していきます。

生活環境 環境

△

・未定ですが、実施する際は協力を
求めます。

16-2-1-2 ◇町内に伝わる都や町の指定文化財や郷土文
化に関する情報を収集していきます。

社会教育 郷土資料館

◎

・平成２０年度に箱根ヶ崎獅子舞・囃
子連保存会に民俗芸能調査を依頼し
実施しました。
・平成２１年度に調査のまとめを行い
ました。

・登録文化財制度の設置を図ると共
に地域住民へ周知し、現況調査等
を行い町内に存在する文化的価値
を有するものの掘起こしに努め、町
の文化財の指定を検討していきま
す。

16-2-1-3 ◇児童会や生徒会等の取り組みを通じ、子ども
たちの環境に対する意見や考えを取り上げ、町
の事業への反映に取り組んでいきます。

学校教育 指導

◎

・意見発表の場や作文コンクール、中
学生議会等での内容等を通して、子
供の意見や考え方を取り入れた指導
を各学校で実践することの大切さを、
各学校に指導・助言しました。
・町の事業への参加等への周知を通
して、環境問題への意識の啓発を図
りました。

生活環境 環境

△

・環境に関する資料を用意して、見
学の際に渡しながら意見交換をする
機会を持ちます。

生活環境 清掃管理(リサ
イクルプラザ）

◎

・見学受入の際に、施設内の説明や
見学を通じて環境についての取組み
などを紹介すると共に、見学者からの
意見や疑問等を聞くなどしながら意見
交換を行い、今後の事業展開の参考
にできることは取り入れていきます。

・受入時を利用し、継続して意見や
情報交換等実施していきます。

16-2-1-4 ◇みずほリサイクルプラザの見学受入時等の機
会を利用し、町民や事業者と環境に関する意見
交換を行っていきます。

72 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

●環境情報の提供の推進 － －

16-2-2-1 ◇出前講座や瑞穂町総合人材リストへの登録
及び活用を図り、環境に関する情報を町民・事
業者・町が共有できる仕組みを構築していきま
す。

社会教育 社会教育

◎

・総合人材リストと生涯学習まちづくり
出前講座を運営し、町民の学習活動
に寄与しています。
・平成20年度から出前講座と総合人
材リストを社会教育課で一括管理して
います。
・生涯学習推進団体へのＰＲを行いま
した。
・コミュニティセンターへ出前講座登録
者リスト設置しました。
・ホームページへ掲載しました。
・連絡調整事務を行いました。
・人材リスト登録者数・件数は、
４２名・５２件です。（平成２２年３月現
在）

・今後も、出前講座や瑞穂町総合人
材リストの登録及び活用を図れるよ
う町民にＰＲしていきます。

16-2-2-2 ◇町内に残る都や町の指定文化財や郷土文化
に関する情報を町民・事業者へ提供していきま
す。

社会教育 郷土資料館

◎

・郷土研修会、総合文化祭文化財展、
企画展、出前資料館、産業祭り野外ミ
ニ展示・山車展示、郷土歴史講演会、
古文書講座、文化財だより等通じて、
町民へ文化財に対する興味や関心を
深めていただくため情報の発信に努
めています。

・更に充実した郷土資料館事業の実
施に努め、関係団体と連携をとって
情報の提供を図ります。

16-2-2-3 ◇広報みずほやホームページ等により、環境に
関する様々な情報を提供していきます。

生活環境 環境

◎

・レジ袋削減及びマイバック持参、ご
みの減量推進記事
（平成21年4月号から10月号、平成22
年1月号）
・大気環境調査結果報告
(平成21年6月号）
・河川の水質保全向上・浄化槽記事
(平成21年8月号、10月号、11月号）
･家庭でできる温暖化の取り組み記事
（平成21年12月号）
･ペットと生物の飼い方やマナーと協
力についての記事
（平成21年8月号）
・ポイ捨てごみに関する記事
（1月号）
・冬のライフスタイルキャンペーン
(平成22年2月号）などの情報提供をし
ました。

･継続して環境に関する情報を発信
していきます。

16-2-2-4 ◇町民・事業者に対し、環境配慮行動指針の作
成・配布を通じ、環境にやさしい行動に関する情
報を提供していきます。

生活環境 環境

△

・環境配慮行動指針の作成・配布に
ついては未定ですが、抜粋したもの
を広報誌等で提供していきます。

73 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　



施策区分・施策名 課名 係名 実施状況 具体的な内容 今後の見通し 課題等

■様々な活動を支援していきます － －

●環境活動の支援 － －

生活環境 環境

◎

・平成21年度の全町一斉清掃には、
瑞穂・横田交流協会の協力により、横
田基地の軍人さんと家族の参加があ
り、ごみ袋を提供しました。
・平成21年12月21日、瑞穂農芸高校
１年生による、駅伝コースの清掃活動
が行われ、廃棄物処理手数料を減免
扱いにしました。

・環境係では、ごみ袋等の提供や処
理手数料の減免という形で継続して
支援していきます。

社会教育 社会教育

◎

・地域の学習活動を活性化し、学習資
源を活用するために、生涯学習推進
団体の活動を支援しています。
・生涯学習推進団体の登録を行って
います。
・公的施設の使用料の減免を行って
います。
・学習活動に関する印刷機の提供を
行っています。
・貸出備品の管理を行っています。
・生涯学習センターの管理・運営を
行っています。
・代表者会議を実施しました。

・事業費の補助制度を検討していき
ます。

●町民と農家との交流の支援 － －

16-3-2-1 ◇町民農園の活用を進め、農業に対する理解
や農地周辺の自然とのふれあいを深めてもらう
とともに、地元農家との交流を進めていきます。

産業振興 農政

◎

・毎年、野菜苗の植付時に農業委員
会主催で植付講習会を実施し、町民
農園の活用と農業や農作物栽培の方
法等を指導するとともに農家との交流
を行っています。

・今後も農業委員会主催の植付講
習会を引き続き実施するとともに、
農家との交流が図れるような取組を
検討していきます。

16-3-1-1 ◇環境に関する取組を行っている団体や、住民
や事業者の自主的な環境活動を支援していきま
す。

74 実施状況欄の凡例　　　◎：実施済み　　　○：実施中　　　△：未実施　　　
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○全町一斉清掃実施状況  

 

・第２７回 全町一斉清掃について報告します。 

 

・実施日時   平成 21 年６月７日（日） 午前８時開始（１時間程度） 

天候   晴れ 

・参加人員   6,151 人（前年度 6,198 人）。前年比 47 人減。 

           ※横田基地（２団体）からの参加 45 人と瑞穂・横田交流会関係者 

15 名を含む。 

・ごみ回収量  3,810ｋｇ（前年度 4,400ｋｇ）。前年比 590ｋｇ減。 

 

・そ の 他   同日、建設課による花植え作業が実施されました。 

 

 

 

○フリーマーケット実施状況  

 

・みずほエコパークにおいて実施したフリーマーケットについて報告します。 

 

 

開催日 開催時間 総出店数 うち基地 来場者数 

平成21年 ４月５日 9：00～14：00 59 店舗 ２ 店舗  約800 人 

平成21年 ５月３日 9：00～14：00 64 店舗 ３ 店舗  約600 人 

平成21年 ７月５日 9：00～14：00 72 店舗 ４ 店舗  約600 人 

平成21年10月４日 9：00～14：00 71 店舗 ３ 店舗  約600 人 

平成21年11月１日 9：00～14：00 82 店舗 ２ 店舗  約700 人 

平成21年12月６日 9：00～14：00 81 店舗 ２ 店舗  約800 人 

平成22年 3月７日 雨天中止    

 

 

 

 

 

 

資料編 
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○環境監視事業  

 

・環境パトロールの活動について報告します。 

 
平成21年度（４月～３月）

0.0%

0.9%

1.1%

9.6%

内訳

81.0%

7.3%

0.0%

312 535 3,745177 387 291 491

26 359

計 256 176 251 216 397 256

30 27 16 2037 27 32 39悪　臭 29 33 43

1 1 427 6 2 4

4 35

不適正焼却 2 1 1 3 9 5

2 8 3 34 1 0 3不法投棄 4 2 1

0 0 00 0 0 0

0 0

迷惑駐車 0 0 0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0放置自動車 0 0 0

22 27428 21 25 24

3,035

放置自転車
(ﾊﾞｲｸ含む)

24 12 29 21 24 29

328

15

229 444 273

３月12月 １月 ２月

482

計

広告物
（捨看板）

197 128 177 151 336 190 100

11月７月 ８月 ９月 10月
　　            月
 項目

４月 ５月 ６月

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境監視事業内訳

0% 
0% 
1% 1% 

81%

10%

7%

広告物 
（捨看板） 
放置自転車 
(ﾊﾞｲｸ含む) 

放置自動車 

迷惑駐車 

不法投棄 

不適正焼却 

悪 臭 
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○大気環境調査実施結果  

 

調査目的 

本調査は、瑞穂町内における大気質の現状を把握し、今後の環境対策を検討

するための基礎資料とするためのものである。 

 

調査期間 

   １回目：平成 21 年８月 19 日（０時）～平成 21 年８月 26 日（０時） 

   ２回目：平成 22 年２月 ３日（０時）～平成 22 年２月 10 日（０時） 

 

調査地点 

瑞穂町役場屋上（瑞穂町大字箱根ケ崎 2335 番地） 

 

調査項目 

・大気汚染物質：二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、一酸化炭素、 

オキシダント 

 

・ダイオキシン類 

 

 

・調査結果（ ）：前年度　

（0.025）

0.032pg-TEQ/㎥

（0.040）

（0.011～0.035）

0.012～0.035ppm

0.013～0.047mg/㎥

0.3～0.8ppm

（0.010～0.058）

0.004～0.018mg/㎥

（0.3～0.6）

（0.006～0.047）

（0.006～0.042）

0.3～0.6ppm

（0.008～0.033）

0.008～0.032ppm

0.06ppm以下

（同）

10ppm以下

（同）

（0.009～0.017）

0.010～0.022ppm

冬　季環境基準

<0.001ppm <0.001ppm0.04ppm以下

夏　季

（<0.001～0.002）

一酸化炭素

オキシダント

（同）

（同）

0.6pg-TEQ/㎥以下

（<0.001）

（0.2～0.4）

（同）

0.033～0.050ppm

二酸化窒素
0.06ppm以下

（同）

0.10mg/㎥以下

二酸化硫黄

ダイオキシン類

浮遊粒子状物質

0.022pg-TEQ/㎥
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○水質検査実施結果  

 

残堀川 

    

 
残堀川の水質調査結果について 
  

生活環境項目については、大腸菌群数を除いたものは環境基準を達成していました。大腸菌群数

は生活排水の影響も考えられますが、大腸菌と大腸菌に極めてよく似た性質を持つ菌の総称で、ふん

便由来の大腸菌群数以外に種々の土壌細菌も含んでいます。 

 健康項目等については平成 21 年８月 12 日、平成 21 年 12 月９日に実施しましたが、検査結果で環

境基準を超えた項目はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素イオン濃度
生物化学的
酸素要求量

浮遊物質量 溶存酸素量 
（ｐＨ） （ＢＯＤ） （ＳＳ） （ＤＯ） 

測定地点 
調査年月日 

6.5以上
8.5以下

3㎎/ℓ以下 25㎎/ℓ以下 5㎎/ℓ以上 5,000MPN/
100mℓ以下

狭山橋 平成 21年 6 月 10 日 7.3 3.0 11 11.4 4,900

（箱根ケ崎 10番地先） 8 月 12 日 6.9 0.5 11 8.5 33,000

10月 14 日 7.4 <0.5 2 8.8 33,000

12月 9 日 7.0 0.5 2 10.2 1,700

吉野橋下流 平成 21年 6 月 10 日 8.5 1.9 3 9.2 33,000

（石畑 1807番地先） 8 月 12 日 7.9 0.6 1 9.4 33,000

10月 14 日 7.9 <0.5 <1 10.3 49,000

12月 9 日 7.7 0.8 2 10.5 1,300

下砂橋 平成 21年 6 月 10 日 8.5 1.3 2 10.7 49,000

（殿ケ谷 792番地先） 8 月 12 日 8.3 0.8 2 9.5 46,000

10月 14 日 8.1 <0.5 <1 11.1 33,000

12月 9 日 7.8 <0.5 <1 11.2 1,700

残堀川合同水質定期調査 
生 活 環 境 項 目 （ 環 境 基 準 ： Ｂ 類 型 ） 

大腸菌群数

基準値 
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不老川 

 
 

不老川の水質調査結果について 
  
12 月、１月、３月については、水量不足で調査ができませんでした。 

 生活環境項目につては、水素イオン濃度が（ｐＨ）４月、５月に高く、藻類の影響が考えられます。また、

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）が５月、２月に、基準値を超過していました。この月は流量が少なく、

生活排水の影響が大きいと思われます。 

 健康項目等については平成21年８月 12日に実施しましたが、検査結果で環境基準を超えた項目は

ありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水素イオン濃度
生物化学的
酸素要求量

浮遊物質量 溶存酸素量 
（ｐＨ） （ＢＯＤ） （ＳＳ） （ＤＯ） 

測定地点 
調査年月日 

6.0以上
8.5以下

10㎎/ℓ以下
 ごみ等の浮遊が
認められないこと 2㎎/ℓ以上 基準値の

設定なし

大橋 平成 21年 4 月 15 日 9.6 9.8 5 11.3 14,000

（二本木 1313番地先） 5 月 13 日 9.2 140 3 9.5 330,000

6 月 10 日 8.1 1.8 1 11.3 17,000

7 月 1 日 7.7 1.4 2 10.6 46,000

8 月 12 日 7.1 0.6 3 12.3 49,000

9 月 2 日 7.2 1.4 2 10.3 130,000

10月 14 日 7.6 0.9 <1 15.2 17,000

11月 4 日 6.9 1.6 <1 15.9 79,000

12月 - 日 - - - - - 
平成 22年 1 月 - 日 - - - - - 

2 月 3 日 7.1 260 7 9.0 79,000

3 月 - 日 - - - - - 

基準値 

 

不老川水質定期調査 
生 活 環 境 項 目 （ 環 境 基 準 ： Ｅ 類 型 ） 

大腸菌群数
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○残堀川水生生物調査結果  

 

調査目的  

本調査は、残堀川に生息する水生生物を調査し、残堀川の水生生物の生息状

況を把握するとともに、生物学的水質判定等を行い、残堀川の河川環境を保全

するための資料とするものである。 

 

調査年月日 

平成 21 年６月 11 日（木）  天候：曇りのち晴れ 

 

調査地点 

残堀川表橋（瑞穂町大字殿ケ谷 800 番地先） 

 

調査結果 

（１）水生生物相と河川環境 

水生生物相はその生息場所である河川環境（水質、水量、河川構造、植

生）に左右されます。調査地点付近は、残堀川の水源である狭山池より

約 1.5ｋｍ下流部に位置します。河床は泥が蓄積し、水際は親水構造とな

っており、比較的多様な水辺環境が復元されています。 

（２）魚類 

【4 種 30 個体】  

モツゴ１個体、カワムツ７個体、ドジョウ 21 個体、ヨシノボリ１個体の合計 

４種 30 個体確認され、優占種はドジョウ（70.0％）でした。 

 

（３）付着藻類 

    【42 種 3,638 細胞/㎜ 2】 

       付着藻類な 42 種、細胞数 3,638 が確認され、これらのうち、清水性種は１

４種類で、優占種はコバンケイソウ（37.7％）でした。 

付着藻類の生物学的水質判定の総合判定結果は、βｍ（わりあいきれ

いな水域）となりました。 

 

（４）底生生物 

    【9 種 795 個体】 

       底生生物は９種 795 個体が確認され、これらのうち、清水性種は１種で、

優占種はコガタシマトビケラ（50.7％）でした。 

底生生物の生物学的水質判定の総合判定結果はβｍ～αｍとなり、 

（わりあいきれいな水域～よごれている水域）となりました。 
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○太陽光発電設備の公共施設等導入状況  

 

 

施設名 設置場所 設置年度 

太陽電池 

モジュール 

最大出力 

（ｋＷ） 

備考 

元狭山コミュニティ 

センター 
屋上 18 年度 ４ｋＷ  

リサイクルプラザ 屋上 21 年度 7.3ｋＷ  

ふれあいセンター 屋上 21 年度 3.3ｋＷ 
Ｈ22．４．１ 

オープン 

長岡コミュニティ 

センター 
屋上 23 年度 17.5ｋＷ 

H23 年度中オ

ープン予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


